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佐世保市・江迎町・鹿町町合併協議会 

第６回 会 議 次 第 
 

日 時：平成２０年１２月１９日（金）１４：００～ 

場 所：江迎町役場 ３階会議室 

 

□ 開 会 

□ 会長挨拶 

 

□ 議事 

 【説明事項】 

   協議項目及び協議予定について 

 

 【協議事項】（前回提案分 → 今回協議） 

協議第５－ ２号 （別冊）「まちづくり計画（新市基本計画）の策定」について 

協議第２５－２号 「一部事務組合・広域連合の取扱い（その２）」について 

協議第３３号   「水道部会事業の取扱い」について 

 

    （継続協議） 

協議第１３号   「地域審議会・地区協議会の取扱い」について 

 

【提案事項】（今回提案分 → 今回協議） 

   協議第２３号   「特別職の身分の取扱い」について 

    

（今回提案分 → 次回協議） 

協議第２５－３号 「一部事務組合・広域連合の取扱い（その３）」について 

協議第２６－３号 「使用料・手数料の取扱い（その３）」について 

協議第２８－３号 「補助金・交付金等の取扱い（その３）」について 

協議第３４号   「地域医療制度の取扱い」について 

協議第３５－１号 「施設の取扱い（その１）」について 

 

 【報告事項】（別冊） 

   報告第３号 事務事業の調整結果報告（調整案件 Ｂ以下 幹事会調整事項） 

   報告第３－１４号 「農水商工部会の事務事業の取扱い（その２）」について 

報告第３－１７号 「財務部会の事務事業の取扱い」について 

   報告第３－１８号 「教育部会の事務事業の取扱い（その１）」について 

 

□ その他 

次回日程について など 

□ 閉 会 
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第６回佐世保市・江迎町・鹿町町合併協議会 

平成２０年１２月１９日（金） 

 

 

１.開会 

【事務局】  定刻となりましたので、ただいまより第６回佐世保市・江迎町・鹿町町合

併協議会を開会いたします。 

 まず初めに、本日の委員の皆様の出欠状況をお知らせいたします。佐世保市地域委員の

馬郡委員と、鹿町町地域委員の吉浦委員が欠席されております。なお、佐世保市の川田委

員がおくれていますことをご報告いたします。したがいまして、３０名の委員中２名の欠

席で、協議会規約第１０条第１項の規程に基づき、委員の半数を超えており、会議が成立

しますことをご報告いたします。 

 引き続き、本日の会議資料の確認をさせていただきます。 

 まず、事前に委員の皆様へ送付しております資料で、「第６回会議次第」、及びそのＡ３

版の「行財政調書」、協議第５－２号「まちづくり計画（新市基本計画）」に係る差替資料、

また、Ｂランク以下の報告事項としまして、別冊の報告第３－１４号「農水商工部会の事

務事業の取扱い（その２）」について、報告第３－１７号「財務部会の事務事業の取扱い」

について、報告第３－１８号「教育部会の事務事業の取扱い（その１）」についての３冊が

ございます。また、右上に、「差替」と記載された「地域審議会・地区協議会についての参

考資料」の冊子及びその追加資料としまして、本日配付しております「資料２」と右上に

書かれた「合併新法下における合併市町村の地域審議会等の設置状況」がございます。ま

た、でき上がったばかりの第２号「合併通信プラス」も配付しておりますので、後ほどご

らんください。 

 また、前回の協議会で使用しました第５回の会議次第と（別冊）まちづくり計画の策定

についての冊子が必要となりますが、すべてございますでしょうか。お持ちでない方は、

職員がお配りしますので、挙手をお願いします。よろしいでしょうか。 

 それでは、会長であります朝長佐世保市長よりごあいさつを申し上げます。よろしくお

願いします。 

 

２.会長あいさつ 

【朝長会長】  皆さん、こんにちは。朝長でございます。 

 鹿町宮田町長、江迎の亀山町長がいらっしゃいますが、会長ということでございますの

で、一言ごあいさつを申し上げます。 

 本日は第６回佐世保市・江迎町・鹿町町合併協議会をご案内いたしましたところ、委員

の皆様方には大変お忙しい中にお集まりをいただきまして、まことにありがとうございま

した。また、傍聴席のほうにも多数お越しをいただいておりますこと、感謝、御礼を申し

上げる次第でございます。 

 世の中、大変厳しい経済環境でございまして、いろいろな状況が起こっております。我

が佐世保市におきましても、中核の企業が会社更生法を出されるというような、そういう

事態も起こっておりまして、佐世保市のほうといたしましても、本日、佐世保市緊急経済
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雇用対策本部を設置いたしまして、その対策に乗り出しているところでございます。そう

いうさなか、皆様方も、いろいろな面で、この年末どうだろうかというような、そういう

こともお考えの方もいらっしゃると思うわけでございますが、何とか、この苦境を乗り切

っていかなければいけないと、そのような思いでございます。 

 合併協議会のほうは、第６回目ということでございまして、こちらのほうもそろそろ佳

境に入ってきたところでございますが、十分に協議、審議をしながら進めてまいりたいと

思っておりますので、よろしくお願いを申し上げる次第でございます。 

 ところで、先月２８日に佐世保市にて開催しました第５回協議会におきましては、「使用

料・手数料の取扱い」をはじめ、６項目にわたりご決定をいただき、まことにありがとう

ございました。 

 本日は、前回提案されました「まちづくり計画の策定」を含め、５項目についてご協議

をいただきたいと存じます。 

 なお、次回協議項目といたしましては、５項目を提案いたしております。 

 さらに、Ｂランク以下の報告事項につきましては、三つの専門部会にわたっており、協

議内容も深まってまいりました。 

 委員の皆様には大変ご苦労をおかけいたしますが、最後まで活発なご議論をいただきま

すようによろしくお願い申し上げまして、簡単ではございますけれども、会長としてのご

あいさつとさせていただきます。どうぞよろしくお願い申し上げます。 

【事務局】  ありがとうございました。議事に入ります前に、携帯電話をお持ちの方は

電源をお切りになるか、マナーモードにしていただきますようお願いします。 

 それでは、これから先の議事につきましては、会長に、議長としての進行をお願いいた

します。 

 

３.議事 

（１）説明事項 

【朝長会長】  それでは、規約に基づきまして議長を務めます。時間の関係もございま

すので、早速議事に入りたいと思いますが、協議会の議論を実のあるものとするため、皆

様の積極的なご意見をお願いしたいと思います。 

 まず初めに、説明事項を議題といたします。協議項目及び協議予定について事務局の説

明を求めます。 

【事務局】  資料といたしましては、第６回会議次第、４４ページものをお開きいただ

きたいと思います。１ページをお願いいたします。 

 佐世保市・江迎町・鹿町町合併協議会の協議項目及び協議予定についてでありますが、

この提案時期の右から２番目、第６回、本日協議を行っていただきます項目につきまして

は、丸印をつけてお示しをしております。 

 それから、その次の第７回以降につきまして、まだ今から決定をしていただくものが、

この項、第７回以降と残っております。 

 概略をご説明させていただきます。項目の２番目「合併の期日」についてでありますが、

この件につきましては、次の１月の協議会の中で提案する方向で進めてまいりたいと考え

ております。５番目の「財産・負債の取扱い」につきましては、既にご協議を続けていた
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だいているところでありますが、継続協議という中で、最終段階で、この件につきまして

は発表をさせていただく方向で進めたいと思っております。 

 それから６番目、「まちづくり計画」は、今日一定の合意をいただきまして、今後県との

事前協議、正式協議のほうに進めていくようお願いしたいと思っております。 

 ７番目、「地域審議会・地区協議会の取扱い」は、前回からの継続協議ということで、今

日も協議をしていただきまして、今後、正式に提案をしながら決めていく方向で進めてい

ただければと思っております。 

 それから、１２番目の「特別職の身分の取扱い」につきましては、本日提案をして、本

日ご協議をいただきたいと思っております。 

 １４番目の「組織・機構の取扱い」につきましては、次回にご提案をしたいと考えてお

ります。 

 １５番目の「一部事務組合・広域連合の取扱い」についてでありますが、今回、し尿の

一部事務組合について説明をさせていただきます。今後、あと残っておりますのが、消防

組合、それからごみ問題、この２件の事務組合の案件が残っておりますので、これにつき

ましては、次の協議会に上げさせていただきたいと考えております。 

 それから、次の１６番の「使用料・手数料の取扱い」につきましては、今回、し尿の手

数料、公民館・体育施設の使用料につきまして、ご提案をさせていただきたいと思ってお

ります。なお、残っておりますのがごみ処理の手数料につきましては、先ほどの一部事務

組合のごみの分と一緒になってご提案を申し上げたいと考えております。 

 １９番目の「補助金・交付金等の取扱い」についてでありますが、今回、北松商工会議

所の補助金につきまして提案をしております。あと残っておりますのが、観光協会、観光、

イベント等に関する補助金についてですので、それを次回にお願いしたいと思っておりま

す。 

 それから２３番の「介護保険事業の取扱い」、この件について、地域包括支援センターに

つきまして、次回の協議会でご提案を申し上げたいと考えております。 

 それから２７番目「地域医療制度の取扱い」についてでありますが、この件、今まで第

５回目までは、「地域医療制度の取扱い」と、その次に「北松中央病院の取扱い」を掲げて

おりましたが、今回これを一本化いたしまして、「地域医療制度の取扱い」ということで、

今回三つ、北松中央病院、それから地域医療制度の中で在宅当番医制事業、あるいは病院

群輪番制運営事業、この３点につきまして今回ご提案を申し上げております。 

 それから、３０番の「消防部会事業の取扱い」については、１５番の一部事務組合、消

防関係の事務組合と同時にご提案を申し上げたいと思っております。 

 ３３番の「施設の取扱い」、これにつきましては、今回、最終処分場についてのご提案を

させていただいております。今後、鹿町の温泉施設「やすらぎ館」、あるいは活性化施設等々

につきまして、次回に提案をしたいと考えております。 

 以上のような状況で今後進めていきたいと思いますので、よろしくお願いしたいと思い

ます。 

 以上でございます。 

【朝長会長】  ありがとうございました。ただいまの事務局の説明について、何かご意

見、ご質疑はございませんでしょうか。 
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（「なし」と呼ぶ者あり） 

【朝長会長】  意見がないようでございますので、それでは、説明事項については事務

局の説明のとおり進めることとしてよろしゅうございますか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

【朝長会長】  それでは、そのように取り計らいます。 

 

（２）協議事項 

①協議第５－２号 

【朝長会長】  次に、協議事項を議題といたします。 

 この協議事項については４件ございます。順に１件ごと協議していただき、お諮りをし

たいと考えております。 

 まず、協議第５－２号「まちづくり計画（新市基本計画）の策定」についてを議題とさ

せていただきます。このまちづくり計画は、第４回、第５回協議会の２回にわたって提案

説明を受けております。さらに本日、差替があっておりますので、まずその取扱い及びそ

の差替について、専門部会の説明を求めます。 

【企画調整部会長】  企画調整部会嶋田であります。 

 会長からのお話がございましたが、協議会第５－２、まちづくり計画の発展につきまし

て、提案及び協議の経過について、改めて説明させていただきたいと思います。 

 ご承知のとおり、本件は、去る１０月３０日、第４回合併協議会において、第６章県事

業の推進、それから第８章の財政計画を除くまちづくり計画を提案いたしました。その後、

別途の事務レベル協議等を経まして、第６章、第８章をつけ加え、１１月２８日の第５回

合併協議会において、大体の成案を行ったところでございます。 

 その際に、第６章、本日別冊のほうで、差替資料として配付させていただいております

けれども、第６章の県事業の推進につきまして、住民意識アンケートの結果からも、意向

のほうが高いと思われる観光や産業振興に関する事業が掲載されていないのではないか、

ハードだけではなく、ソフト事業等の掲載について検討する必要があるのではないかとい

うご意見をちょうだいしております。 

 それから、主要事業の幹線道路の整備に関しまして、具体的な路線名として、西九州自

動車道の開通を視野に入れた、有効なアクセス道とされる、仮称でございますけれども、

鹿町山田線の新設について追記を検討したらどうかと、こういったようなご意見をちょう

だいしたところでございます。 

 これらのご意見等を受けまして、企画調整部会といたしまして、検討、再度協議をさせ

ていただき、調整した上で、今回、先ほど申し上げました、差替した資料のとおりに申請

を行っているところでございます。 

 それでは、今回の修正案につきまして、分科会長のほうから説明をいたさせますが、ど

うぞよろしくお願いしたいと存じます。 

【企画調整分科会長】  概要につきましては、私のほうから説明をいたします。本日の

差替資料ですね、表紙をめくっていただきまして、６３ページという表示があると思いま

す。これは、まちづくり計画書の中のページになっておりますが、その部分の第６章、新

市における県事業の推進という分で、内容説明をいたします。 



 -5-

 その第２節、新市における県事業でございますが、その下の表でございます。以前は、

黒い丸二つだったんですが、前回の協議会で指摘を受けまして、農林水産、観光地づくり、

そういった分野を追加しております。もろもろの修正、追加につきましては、アンダーラ

インを引いていますので、まず、そのあたりを含めまして説明いたします。 

 まず１番目の災害危険箇所の環境整備という分で、事業概要の中に、地すべり対策事業、

二級河川整備事業の「事業」の下にアンダーラインを引いてございますが、これは前回ま

で、工事という表記がございました。基本的には、こういった災害危険箇所の工事という

のは、非常に狭義なとらえ方をされますので、維持管理とかソフト対策、そういった部分

も、やはりこの中で表現すべきだということで、事業という広義の意味の文言に修正をし

ております。 

 それから、２点目の幹線道路に加えまして、生活道路という、その部分も追記をしてお

ります。それから、事業概要につきましては、以前は、主要地方道佐々鹿町江迎線などを

計画的に整備しますよという表現だったのですが、これも前回、協議会のほうからご指摘

がございましたように、いろいろな事業を上げてくれという部分を踏まえまして、まず目

的を明確にしています。平成２０年度末に、佐々インターチェンジまで、西九州自動車道

が供用開始する予定です。これのインパクトは非常に大きいものがございますので、まず

前段といたしまして、ちょっと読み上げますが、「西九州自動車道等を軸とした広域幹線道

路ネットワークの形成を図るため、下記のとおり、国道・県道の計画的な整備を推進しま

す」というのを、まず、特に江迎、鹿町町の新市の一体化、地域振興のために、西九州自

動車道と連携した国県道の整備を推進するという表記を加えています。 

 その下に、五つ黒い丸をつけておりますが、具体的な事業を表記しております。この地

区周辺には、三つの大きな広域幹線道路がございまして、まず、佐々川の裏のほうから来

ている道路なのですが、小佐々、鹿町、江迎という西側の幹線道路があります、主要地方

道佐々鹿町江迎線、これにつきましては、道路改良工事等交通安全施設等整備を上げてお

ります。この路線につきましては、非常に周辺、いろいろな水産業が盛んなエリアでござ

いますので、大型冷凍車が結構通る区域です。そういった分で、大型車の割合が高い地区

でございますので、そういった分で、若干、離合ができない狭い道路について拡幅をして

いただくということと、一部歩道がない路線もございます。そういった分の交通安全対策、

歩道設置であるとか、そういった分の事業をここに入れております。 

 それからもう１点、一般県道志方江迎線。これはちょうど北松中央病院から真っすぐ佐々

インター側のほうにつながっている県道でございますが、これにつきましても、佐々イン

ターの供用に向けた佐々川の橋梁整備とか行われていますので、一部、また未完了区間が

ございます。その部分の工事を見込んでおります。 

 それからもう１点、一般国道２０４号線。これはご承知のとおり、吉井から江迎あたり

に行っております国道でございまして、この分につきましても、今後の交通量の増大等も

見込んだ上で、やはり交通安全対策、バリアフリーも含めた、そういった環境整備をやっ

ていただくということで上げております。これは、特に西江迎地区ということで上げてい

ます。 

 もう１点が、仮称でございますが、鹿町山田線といいまして、鹿町町と江迎町を結ぶ路

線になりますが、主にトンネル主体の工事でございます。これはまだ計画段階でございま
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すので、そういった部分を含めた工事を入れております。 

 それから、新たに今回加わっております、まず左側のほうの３段目の黒い丸ですね。農

林水産業の振興のための重点事業につきましては、これは既に県のほうで、ソフト的ない

ろいろな支援がございまして、ながさき「食と農」支援事業、それに伴いまして、佐世保

市のほうでも、いろいろな実施関連事業とか、グリーンツーリズム等を実施しています。

そういった実績を踏まえまして、特に、江迎、鹿町町のほうでやっていきたいということ

で上げさせていただいています。これは、文面を読み上げたいと思いますが、「経営体の育

成、地産地消の推進、都市との交流（ツーリズム）など、新市における農林水産業の振興

に寄与する計画的かつ効果的な事業や、生産者等の取組みに対し支援を行います」という

ことを表記しております。 

 もう１点、観光地づくりのための重点事業、これにつきましても、県のほうで今観光地

づくりのいろいろな計画メニューもございますが、これも、今実際、佐世保市のほうで実

施計画をつくってやっている既存事業を含めまして、これ等の分についても表記をしてお

ります。ひとまず読み上げさせていただきます。「体験型観光メニューの開発、地域資源の

魅力発信など、観光地づくり実施計画に基づき、重点的かつ計画的に実施される事業に対

し支援を行います」ということで、一定こういったものにつきましては、県との事務レベ

ル協議を終えまして、こういった表現で提案をさせていただきたいと考えております。 

 以上でございます。 

【朝長会長】  ありがとうございました。ただいまの企画調整部会の説明について、何

かご質疑、ご意見ございませんでしょうか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

【朝長会長】  これは、県とはすり合わせ済みなのですね。もう一回確認をしておきた

いと思いますけれども。 

【企画調整部会長】  これは、県北のほうの窓口が今回の計画のところに来てございま

す。それとあわせて、県の部課とも連携をとりながら、今回、こういう記載で掲載すると

いうことで、すり合わせを行っております。 

 以上です。 

【朝長会長】  ありがとうございました。何かございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

【朝長会長】  ないようでございますので、協議第５－２号「まちづくり計画（新市基

本計画）の策定」について、原案のとおり決定してよろしゅうございますか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

【朝長会長】  ありがとうございました。それでは、そのように決定をいたします。 

 

②協議第２５－２号 

【朝長会長】  次に、協議第２５－２号「一部事務組合・広域連合の取扱い（その２）」

についてを議題といたします。事務局の説明を求めます。 

【事務局】  資料といたしましては、第５回会議次第、前回お配りしました会議次第の

資料をお願いいたします。９ページでございます。協議第２５－２号「一部事務組合・広

域連合の取扱い（その２）」についてでありますが、資料はよろしゅうございましょうか。 
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 この件につきましては、前回詳しくご説明をしておりますので、簡単にさせていただき

ます。鹿町・江迎給食衛生一部事務組合の取扱いについてでありますが、この組合につき

ましては、合併の前日をもって解散し、給食センターによる調理業務は、佐世保市に引き

継ぐ。なお、塵芥焼却場の解体は組合解散までに完了するということで、１０ページ、１

１ページをちょっと見ていただきたいと思いますが、この一部事務組合につきましては、

一つが塵芥焼却場の解体に関する事務。それから、学校給食に関する事務ということで、

２町共同で行っていらっしゃるということでございます。当然、佐世保市、江迎、鹿町と

合併するのでありますので、構成団体が２町だけの江迎と鹿町町の一部事務組合となりま

すので、両町の法人格がなくなるために、解散をして佐世保市に引き継いで行うというも

のでございます。 

 以上でございます。よろしくご審議方お願いいたします。 

【朝長会長】  ありがとうございました。ただいまの事務局の説明について、何かご質

問ございませんでしょうか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

【朝長会長】  ないようでございますので、協議第２５－２号「一部事務組合・広域連

合の取扱い（その２）」については、原案のとおり決定してよろしゅうございますか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

【朝長会長】  それでは、そのように決定をいたします。 

 

③協議第３３号 

【朝長会長】  次に、協議第３３号「水道部会事業の取扱い」についてを議題といたし

ます。事務局の説明を求めます。 

【事務局】  １３ページをお願いいたします。協議第３３号「水道部会事業の取扱い」

についてでありますが、この件につきましては、江迎町の公共下水道についての取扱いで

ございます。 

 一つ、下水道事業計画についてであります。江迎町の公共下水道事業を佐世保市に引き

継ぎますという提案でございます。理由はそこに掲げておりますように、江迎町におきま

しては、平成９年度から公共下水道事業に着手をされておりまして、主要施設はおおむね

完成して、今、事業費ベースで進捗が約７３％に達しておる状況でございます。今後、２

８年度までを計画を見込んで、町としては推進をされてきたわけでありますが、この新市

に引き継ぐという基本的な考え方のもとに進めていくというものでございます。 

 なお、佐世保市が事業主ということになりますと、補助制度が若干厳しくなる部分がご

ざいます。これは前回も説明したわけでございますが、合併特例がとれる間が、平成２７

年度まででございます。できるだけそれを目標にしながら、整備を進めていくということ

で事業を継続していくということで進めたいものでございます。詳しくは、１４ページ、

１５ページに詳細を掲げておりますので、これは前回も説明しておりますので、省略させ

ていただきますが、この下水道事業につきましては、佐世保市に引き継ぐということで提

案するものでございます。よろしくご審議方お願い申し上げます。 

【朝長会長】  ただいまの事務局の説明について、ご質問ございませんでしょうか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 
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【朝長会長】  ないようでございますので、協議第３３号「水道部会事業の取扱い」に

ついては、原案のとおり決定してよろしゅうございますか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

【朝長会長】  それでは、そのように決定をいたします。 

 

④協議第１３号 

【朝長会長】  次に、協議第１３号「地域審議会・地区協議会の取扱い」についてを議

題といたします。参考資料等の差替と当日資料の配付がございます。まず、その説明を求

めたいと思います。また、会議次第で継続協議としてありますが、この部分についてもあ

わせて事務局からの説明を求めます。 

【事務局】  それでは、今会長からございましたように、資料といたしましては、委員

の皆様方には送っておりました差替資料、地域審議会・地区協議会についての参考資料、

ページ数が２０ページまでの分と、それから本日資料として差し上げました「資料２」、合

併新法下における合併市町村の地域審議会等の設置状況。この二つをもとに、事務局のほ

うからはご説明をさせていただきます。 

 この地域審議会・地区協議会につきましては、前回第５回協議会の中で、私どものほう

から、議論を深めていただくために、例といたしまして資料を差し上げました。それを今

回は、前回ちょっと資料で不適切な部分もございましたので、一部内容を削除させていた

だき、決定していただいたというのがございましたので、その修正をして出したものが、

本日の資料の１１ページまででございます。したがって、その分が前回の資料と同じよう

なところなのですが、一部、この間の削除のご決定をいただきまして、修正をして差し上

げたものでございます。 

 なお、第５回の協議会の際に、委員の皆様から何点かご指摘がございまして、その中で、

当日お答えできなかったものにつきまして、本日、資料として追加資料を出しております

のが、この差替資料の１２ページ以降でございます。表紙に括弧して第５回合併協議会請

求資料、一つが附属機関と任意機関の違い。他都市の地域審議会の設置状況ということで、

資料をお示しいたしました。まず、そのことにつきまして、ご説明をさせていただきます。

差替資料の１２ページをお願いします。 

 広域委員の方から、そもそも附属機関と任意機関はどのように違うのかということでの

質疑がございました。そのことにつきまして、ペーパーとして示したのが１２ページでご

ざいまして、まず、附属機関、任意機関、それぞれ、設置根拠、役割、業務から答申など

への影響力というところまで整理しておりますけれども、まず、附属機関と任意機関の違

いでありますが、一つが、大きく設置の根拠が、法律または条例に基づくものが附属機関

でございます。任意機関は、その性格はございません。それから、上から４番目、議決の

有無の欄でありますが、設置根拠が条例である場合は、議会の議決が必要でありますし、

委員の身分につきましても、非常勤の特別職の公務員である。任意期間は、そのようなこ

とはございません。それから、変更につきましても、議会の議決が必要となるのです。あ

と、その役割、業務等につきましては、その目的を規定する内容によって、そこはそう変

わらないということでございます。したがいまして、附属機関は、住民の代表である議会

の議決を経るということで、重みがあるということではないかと考えております。 
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 次に、１３ページをお願いいたします。これも、前回の議論の中で、１－３という項目

がございましたけれども、他の市町村での合併の事例の中での地域審議会というのは、内

容はどうなっているのかということで、ご指摘をいただきました。これにつきまして、簡

単に触れたいと思いますけれども、実は、この１３ページ以降の資料につきましては、平

成１８年度に私ども佐世保市におきまして、地域審議会が地区協議会に移行するときに、

地区協議会をどういった形でつくったのがいいのかというときに、ほかの市町村を調べた

ときの資料をそのままここに掲載させていただいております。したがいまして、いわゆる

平成１８年３月３１日までということで、前の合併特例法の中での状況であるということ

で、ご理解いただきたいと思います。 

 この間に、合併の件数が５８２件ございまして、新市町村の数として、５５７市町村が

ありました。なお、この５５７市町村のうち、市の数といたしましては、３９８市ござい

ました。５５７のうちに、地域審議会を設けている市町村数が２２１市町村ございました。

この２２１のうち１８３が、市で設置されている地域審議会でございました。その１８３

の内訳といたしまして、まず、設置期間がどれくらいの期間があるのかということについ

て、そこにお示しをいたしました。ウの、おおむね１０年の地域審議会が１５８市という

ことは、圧倒的に多いというような、全国的な状況でありますが、これについては、地域

審議会は先ほどご協議をいただきました、まちづくり計画でございます。まちづくり計画

は、おおむね１０年程度の期間で定めるものでございまして、まちづくりの計画期間、地

域審議会を設置するというところが非常に多いということでの期間の設定が多いというこ

とでございます。あとは、それぞれの事情によって、また定めているところもあるという

ようなことでございます。 

 次に、１４ページから最後の２０ページまでですが、１８３の地域審議会を一つ一つ設

置期間、定数が何人ぐらい、主な構成員、どういった構成になっているのですか、任期は

何年ですかというのを一覧表にして調べております。さっと見てもらえば、大体どのよう

な構成、何人いるかがわかると思うのですが、ちょっと簡単に整理して申し上げますと、

まず、設置期間については先ほど述べたとおりでありますけれども、委員の定数の部分で

ございます。これは、一覧表で掲げておりますので、集計をしていなかったので申しわけ

なかったんですが、１５人以内というのが、この１８３件中１０６件、数えたらございま

した。５８％を占めております。１０人以内が２９件、１６％を占めております。それか

ら２０人以内が２５件で１４％。それから、それ以外というふうになっております。それ

から、主な構成員の欄でありますが、それぞれ、例えば一番上の部分につきましては、学

識経験者、公募と書かれていたり、途中では公共的団体関係者、学識経験者で構成とか、

それぞれございますけれども、大まかに区分いたしまして、これも、公共的団体、各界各

層の代表とか、自治会等々を含めた公共的団体や、学識者や公募で主に構成されていると

いうのが、数えてみたのですが１３０件、７１％ございました。学識者と公募というもの

であるものが２２件、１２％。設置区域に住所を有する者と広く決めてあるものが、８件

で４％でございます。それから議員と公共団体を合わせたような構成の中であるものが、

６件の３％などとなっておりました。 

 ちょっとまた１３ページを見ていただきたいのですが、この表で地域審議会を設けてい

るのが２２１市町村で、新市町村の数が５５７と。実際に５５７の市町村のうち、地域審
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議会を設けているのが２２１と。その中で、市で地域審議会を設置してあるのが１８３市

と、約３３０ほど差があると。この差は何なのかなということを、ちょっとここで触れさ

せていただきたいと思います。 

 地域審議会を設置していないところが５５７から２２１を引きますと３３６、約６０％

が設置されていないという状況に、この資料としてなっておりますけれども、これは、次

のことが考えられます。一つは、住民の皆様方の意思の反映ということで、議員の特例、

在任特例あるいは定数特例を講じられているから、地域審議会を設置していないようなケ

ース。それから、地域審議会以外の方法、例えば地域自治区とか、合併特例区とか、ある

いは独自の組織等で講じられているケースも考えられます。それから、ケースは少ないと

思いますけれども、議員の特例もとらず、地域審議会なども設置されないケースもあると

いうことで、想定がされます。これが、今年の地域審議会の設置の状況でありますが、こ

れについては、本日お配りをしております、「資料２」をあわせてご説明を申し上げます。 

 先ほど申し上げましたように、１３ページ以降の資料につきましては、旧法、合併特例

法の中での合併の状況としてとらえてみた資料でございまして、「資料２」は、この合併新

法の中で合併したところの状況でございます。合併新法の中での、この表に掲げておりま

すように、全部で３２市町が新市としてでき上がっております。その中で、定数特例をと

られたところが１４件、在任特例をとられたところが８件、それから地域審議会で設置を

されているというのが、設置期間、定数、主な構成員、任期の欄が書いてあるところがこ

れだけでありますが、そこの計の欄に書かれておりますように、地域審議会を設置した市

町の数が１４市町ということで、その他の機関を設置したのが６市というような状況にな

っております。 

 それから、資料として出しておりませんで申しわけなかったんですが、前回の第５回協

議会の論議の中で、もう一つ、長崎市の状況はどうだったのかということがございました。

これにつきましては、長崎市は７町と平成１７年１月と１８年１月に合併をしております

が、定数特例として２期の期間、１９年５月２日までと２３年５月２日まで、この期間、

定数特例をとっています。その後は、旧長崎市の議員数に戻ると。地域審議会につきまし

ても、７町に地域審議会を設置して、成立する前に町議会議員であった者が対象というこ

とで、これは１９年５月で終了されております。地域審議会の後には何も設置されており

ません。そのような状況でございました。 

 以上が、前回の際に議論として出てまいりましたことにつきましての、事務局から追加

資料として出した資料の説明でございます。 

 なお、今日は、先ほど会長からの発言にもございましたように、継続協議ということで、

前回もう一度持ち帰って検討してまたこの場で議論をしましょうということになっており

まして、今日引き続き、この場でご協議を続けていただきまして、一定の方向性が今後出

てくるようであれば、次回の協議会等で決定的な方向になればよろしいのかなと考えられ

ますので、よろしくご協議方お願いしたいと思います。 

 会長、事務局からは以上でございます。 

【朝長会長】  ありがとうございました。この議題につきましては、前回の提案時にも

委員の皆様にいろいろとご意見をいただいておりますが、ただいま事務局から説明があり

ましたように、今回の資料も参考にしていただきながら、改めて闊達なご意見をお願いし
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たいと思います。意見交換の中で一定の方向性を導き出しまして、委員の皆様にご賛同い

ただけるような提案につなげていきたいと考えておりますので、ご協力よろしくお願いい

たします。 

 それでは、ただいまから、事務局の説明を含め、質問、ご質疑等をいただきたいと思い

ますが、この順番につきまして、一応、地域委員の皆様に初めにお願いをしたいと思って

おります。その後議員の方にお願いをいたしまして、最後に広域委員の皆さん方にお願い

をすると、そういう整理の仕方をしたいと思いますが、いかがでございましょうか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

【朝長会長】  それでは、まず、地域委員の皆様方からご意見をいただきたいと思いま

すが、どうぞ、それぞれ江迎町、鹿町町、佐世保市、それぞれに、委員の皆様方からまず

お願いいたします。 

 松田委員。 

【江迎町松田委員】  江迎町の松田と申しますが、まず最初に、今説明がありました文

書の件でお伺いをいたします。 

 審議会の設置状況ということで、主な構成員は、ほとんどが学識経験者、公募と書いて

ありますが、これは、前段階の資料があるんじゃないですか。というのは、例えば、ここ

の１点をちょっと調べてみますと、群馬県の前橋市、これを見ますと、議員が定数特例を

使っているんですよね。定数特例を使った後にこういうふうになっているという説明をし

ていただかないと、いかにもこれは議員が全部やめてこういう形になっていますよという

資料に見えるんですが、その点はどうなっていますか。 

【朝長会長】  どうぞ、事務局。 

【事務局】  今の件につきまして、事務局からご説明申し上げます。１３ページの欄で、

ちょっと私の説明が舌足らずであったことをおわびしたいと思いますが、５５７の市町村

の中で、地域審議会を設置しているのが２２１と申し上げました。この５５７市町村の中

で、市としては５５７中３９８市でございます。３９８市ございまして、そのうちの１８

３市が地域審議会を設置しているというような状況でございまして、その３９８市の中で、

その状況をちょっともう一回調べ直しましたので、それでご説明をさせていただくという

ことでよろしゅうございましょうか。 

 すみません、その状況を調べましてご報告をさせていただきます。まず、３９８市で、

件数としては４０１件ございました。４０１件というのが、佐世保市みたいに何段階かに

分かれて合併をするケースでございます。最初のときには、例えば在任特例をとったけれ

ども、２回目、次の合併のときには、例えば定数特例をとったとか、とらなかったとか、

そういうものがございますので、そのような理解をお願いいたします。 

 ３９８市、４０１件中、議員の定数特例をとられているのが４０１件中８１件、２０％

でございました。それから議員の在任特例をとられておりますのが２２９件、５７％でご

ざいました。議員の特例をとられていないのが９１件の２３％ということでございます。

したがいまして、今、松田委員ご指摘のように、先ほど私、ちょっと説明したつもりであ

ったんですが、住民の皆様方の意思の反映について、議会でそのような措置を講じている

から、あえてつくらないこともありましょうし、両方持っていらっしゃるところもありま

す。旧法上の市における合併につきましては、定数特例が２０％、在任特例が５７％、特
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例をとられていないのが２３％という状況でございました。 

 この４０１件中、４５％に当たります１８３件は、先ほどの１３ページの資料のように、

地域審議会が設置してあるところということでございます。なお、議員の特例も（在任も

しくは定数特例もとりながら）、地域審議会の設置もあると、重複しているものが、これも

調べましたら１３７件ございました。４０１件中１３７件でありますので、３４％になり

ます。 

 それから、議員の特例がとられておらず、地域審議会の設置だけがあるものが少しあり

まして４９件、全体に占める割合が１２％でございました。それから、議員の特例もなく、

地域審議会の設置もないものが４５件、１１％というような状況でございます。 

 すみません、詳しく説明するとよかったのですが。先ほど、総括的に説明申し上げまし

て申しわけございません。以上のような状況でございます。 

【江迎町松田委員】  江迎町の松田です。今の説明で大体わかったんですが、この資料

だけを見ると、いかにも現職の議員はもうやめてしまって、ほかの人がしたようなふうに

資料が見えたもので確認をいたしました。今ので確認はわかりましたが、私は、第５回に

出席しておりませんで、大変申しわけなかったのですが、この大事な地域審議委員の件に

ついては、私たち一般から出ておりますが、一般から出ている方にぜひとも聞いてほしい

ことがございます。 

 と申しますのは、合併特例法で、合併後の地域住民の声を市政に反映させ、きめ細かな

行政サービスの実現のため、合併関係市町村の区域をかぎとして、必要な区域に一定期間、

地域審議委員を置くことができるようにされております。住民の意見、要望を市長に届け

る大切な機関であることは言うまでもございません。主な役割は、新市建設計画の変更、

執行状況については市長の諮問に応じ審議し、答申するようになっております。地域審議

委員は、行政の仕組みや合併の経過に詳しい議会議員が望ましいと私は思います。 

 江迎町の場合、議会の選挙が２１年の１０月末に行われるように前回お話がございまし

た。仮に２２年の３月に合併を行った場合、通常４年間の任期が、選挙後５カ月で議員を

失職することになります。その後、地域審議委員となるわけですが、特に、議会議員は、

町の総合計画の内容を周知し、その上合併により、江迎町の場合、鹿町も一緒ですが、町

長以下三役がいなくなる現状がございます。議員が審議委員になりますと、市と住民との

パイプ役となり、合併協定項目の実現に向けて年間を通じた活動をしなければなりません。

特に、旧役場等の権限と予算、また２番目にはイベントの見直し、災害等への対応、３番

目に各種単独補助事業の廃止、縮小、住民等の説明等が考えられます。そうしたときに、

私たち一般から出てきて、審議委員になるということはなかなか難しいと思います。ぜひ

ともこれは、議会の現職の議員が審議委員になってもらうべきだと私は考えております。 

 それと、せっかくの機会ですからもう一つつけ加えますが、実は、佐世保市の新聞に、

１２月１６日、佐世保市の市議会の合併の調査特別委員から、もう決定事項ですか、これ

が出ております。合併の委員はどうすべきだという結論が出ておりますが、私は、今まで

の議員の働き方等を考えたとき、財源は、特例債で議会にかかっている費用の５カ年分は

入ってくるのは間違いないんじゃないかなと思いますが、それの確認をいたしますが、５

カ年分は入ってくるということは、例えば江迎町の議会の費用は、江迎の場合、３,０００

万円強かかっているということでございます。そうしますと、５カ年を特例債と認めると
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いうことだったら、１億５,０００万円は特例債として入ってくるんじゃないかなという気

がいたします。このようなことを考えたとき、日額報酬でなく、月額報酬が妥当と考えて

おります。どうか、一般から出ておられる委員の皆様方、ぜひ、議会議員の日ごろの活動

を理解していただき、ご賛同をお願い申し上げるところでございます。 

 以上でございます。 

【朝長会長】  今の件でございますか。 

【事務局】  今のも確認ということでございましたので、５年の話が出ました。私のほ

うから補足をさせていただきますと、合併をする際には、合併算定替と申しまして、旧自

治体があったままの状況で交付税を措置する。一つの市になりますと、スケールメリット

が出てまいりますので、交付税が下がるケースがございます。したがって、それがいいほ

うを選択できるようになっておりまして、１市２町で合併をしたときの交付税と、もとも

と単独でずっと続いた場合の交付税、その差を５年間保証しましょう、その後、段階的に

減らしていきましょうという制度がございます。この中には、当然、それぞれ市と町が独

立して存続する場合につきましては、当然、今ご説明にありましたような件につきまして、

議員さんの報酬等につきましても算定の内訳に入りますから、その中で算入がなされると

いうことになります。 

 以上でございます。 

【朝長会長】  ちょっとここで、委員の皆さん方に論点の整理をしていきたいと思って

いますので、特に、これからご発言をいただく方には、大方の考え方ということで、例え

ば地域審議会のほうがいいのか、地区協議会の設置がいいのかという項目、これについて

ひとつお話をいただきたいと思います。 

 それから委員の数ですね。数がどのくらいが適当なのかということ。それから委員の構

成ですね。委員の人数とか、あるいは公募委員とか、あるいはその他、先ほど資料にもご

ざいましたように、それぞれ出たと思うんですが、その構成をどういうような形でしてい

ったほうがいいのかというようなご意見もいただければと思います。 

 それから、報酬の形態について、月額か、日額か、どちらがいいのかということです。

それから、年間の活動日数につきましては、これはまた、ここで協議するよりも、実際に

動き始めてからということになると思いますので、今申し上げたようなところで、皆さん

方のご意見をお伺いすることができればと思っておりますので、委員の皆様、それぞれご

発言をいただきたいと思います。 

 引き続き、地域委員の皆さん方からお願いいたします。 

 それでは、中村委員のほうからずっと、もしよろしければ。ご意見あられなければもう

いいですけれども、特に、こういう今言ったようなところの観点からということでござい

ましたら、お願いをしたいと思います。 

【江迎町中村委員】  私、ちょっとバタバタしていて、全然見ていなかったものですか

ら。 

【朝長会長】  山口委員。 

【江迎町山口委員】  江迎町の山口といいます。いすを出してもらってすみませんが、

先ほどから審議会云々というのが上がっているんですけれども、先ほど松田委員からもお

っしゃいましたけれども、まず資料を見たらやはり、町議会の議員さんの残りというのは



 -14-

少ないのかなという気がしますし、今日配付の資料２で出たのも、地域審議会の設置がな

いというのがほとんど出たものですから、まず、佐世保市のほうで、新聞をあれこれちょ

っと見た分があるんですけれども、まず、佐世保市の意向としてどうなのかなというのを、

この場で出していただきたいというのが一つあります。我々江迎町の一般住民からとして

みれば、やはり今まで選挙をして議員として、我々が代表として選んだ方々に、やはりパ

イプ役ということで残っていただいてきちっと住民側からの不安な気持ち、いろいろな相

談事のパイプ役を、きちんと受けとめて、特に議会に、審議会のほうに、主張なりいろい

ろな意見を申し述べていくというふうな役割をきちっと、今、議員さんのほうも、町議会

のほうできちんと役割をしていただいているんですけれども、佐世保のほうに大きくなっ

たら大きくなったで、やはり不安なことがたくさんあろうかと思うものですから、これ以

上に議員さんに頑張っていただきたいという願いがありますので、私全く個人の意見とし

ましては、議員さんを入れていただいて、そして、やはり今の地域審議委員の、町議の方

の９人はそのまま残っていただいて、頑張っていただけたらと思いますし、報酬の件もあ

りますが、日額で日当制というのも考えはしましたけれども、お金のために働くというこ

とじゃないと思いますので、議員さんもですね。だから、きちっとした月収というのをし

ていただければ、いつでも常時、皆さんの声となり、それから皆さんの手となり足となり

頑張っていただけるんじゃないかと思いますので、私は地域審議会を設置していただけた

らなと思っております。 

 以上です。 

【朝長会長】  ありがとうございました。 

 小川委員。 

【江迎町小川委員】  江迎町の小川です。せんだって、鹿町の会合に私は発言をさせて

いただきまして、審議会の設置をやりたいと申し上げておりました。 

 ところで、先ほど松田委員から発言がございまして、せんだっての長崎新聞に佐世保市

の方向が載っておりまして、まあ、この会議の前にくぎを刺したなと私は思っておりまし

たけれども、やはり私は、地域審議委員というものの構成は、今、山口委員も申し上げま

したし、松田委員も申し上げましたが、やはり、地域審議委員の構成は今の議員を充てて

いただきたい。うちは９名おりますけれども、この人たちを、やはり選挙までの何カ月間

でありますけれども、そのときに、やはり地域の皆さん方のパイプ役というか、物言う場

を設けてもらわないといけないなと思っているんです。 

 それから、先ほど議長から言われましたように、報酬等については、私は方法を考えて、

話し合いをして定めていく、いわゆる月収ということでやっていただきたい。それはどう

いうことかといえば、やはり、自分が月収をもらっているという感覚の中に、地域の皆さ

ん方の声を収集して、その審議に臨むだろうと。また、臨んでもらわなければならない。

また、住民の皆さん方からも、ハッパをかけるところの手にもなるんじゃなかろうかとい

う考え方で、月収という考え方をしていただきたいと思っております。 

 私は、協議会ということについては、なかなか日当では、どうしても力強いものになっ

ていかないんじゃなかろうかと思っております。過去を見ていうと、吉井、世知原等々の

地域審議委員もいらっしゃいましたけれども、ここの話を聞きますと、あったほうがいい、

やはり通じるところは通じるんだというのもございます。案外、町民の皆さん方からは、
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協議会でいいんじゃないかという声もあることは間違いないんです。だけども、この道を

通ってきた私の立場から言わせていただくならば、やはり地域審議委員は今の議員の構成

の中で進めていただくことが妥当ではないかと、私は率直に申し上げてこういう考え方を

いたしております。どうぞよろしくお願いいたします。 

【朝長会長】  ありがとうございました。それでは、佐世保市のほうに入りたいと思い

ますが、深江委員、お願いいたします。 

【佐世保市深江委員】  佐世保市の深江です。前回のときも私は発言したと思いますが、

一応流れ的には審議会、それから協議会のほうに流れを持っていったほうが、住民の方も

安心されるし、また任期を定めて審議会を進めれば、次にバトンタッチするときにその方

たちが、今度は協議会委員のほうにバトンタッチがスムーズにいくんじゃないかと思って

おります。 

 任期を定めれば、構成人数のほうは、現在の議員さんでも妥当じゃないかと思っており

ます。ただ、佐世保市の行政の方も、大変すばらしい方ばかりいらっしゃいますので、今

までの、過去の４町の学習能力、学習効果というのがおそらく出てくるだろうと思ってお

りますので、報酬の面は、月額よりも日額のほうが妥当じゃないかと考えています。それ

は私の今までの経験もありますし、また、これから先のことを考えれば、これは、今手を

打つ機会じゃなかろうかなと思っています。 

 意見としては以上です。 

【朝長会長】  ありがとうございました。それでは、中尾委員、お願いいたします。 

【佐世保市中尾委員】  私も勉強不足でよくわかりませんけれども、深江委員あたりの

おっしゃるように、私たちもそういうほうでいいんじゃないかと思います。 

【朝長会長】  ありがとうございました。井村委員。 

【佐世保市井村委員】  私も、深江委員がおっしゃったように、もしそれがそうなれば、

やっぱり審議会から協議会へのほうへの移行というのが望ましいのかなと思いました。 

 報酬等、その細部については、ちょっと私はまだ勉強不足なので、ここでの発言は控え

させていただきたいと思います。 

 以上です。 

【朝長会長】  ありがとうございました。それでは、鹿町町のほうに入りたいと思いま

すが、諸藤委員、お願いします。 

【鹿町町諸藤委員】  鹿町町の諸藤でございます。 

 私も地域審議会は置いていただいたほうがいいと思います。大体、鹿町の委員さんたち

の考え方は、１－３の委員構成でということでしたけれども、私個人の意見としては、１

－３というのは、うち町議会議員一、二名参加としてありますが、この町議会議員一、二

名というのは抜きにして、町議会議員さんと合併地域の団体の代表者で構成するというよ

うな内容にしていただいて、人数を１５名かもっと増やしてもらうか、そんな内容にして

いただけたらいいなと思っております。 

 日額報酬でしていただきたいと思います。といいますのは、住民の方の声として、やっ

ぱり日額のほうが妥当じゃないだろうかと思っております。 

 以上です。 

【朝長会長】  ありがとうございました。前田委員、お願いします。 
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【鹿町町前田委員】  前田です。 

 前回も意見を申しましたが、今、諸藤さんが言われましたように、一応平成２２年の３

月まで地域審議会、その後地区協議会ということで、まずはお願いしたいなということで

す。 

 報酬につきましては、いろいろと考えたところでございますが、今いろいろな人の意見

を聞いてみますと、やはり日当という形、費用弁償ですか、そういった形のほうがいいの

じゃないかなと思っております。 

 そして構成につきましては、やはり町会議員さんも含めたところで半数、それに近い中

で、あといろいろな形で公募なり各界代表を一緒にしたほうが、より意見のほうが集約で

きるのではないかと思います。やはり議会は議会で、それなりに町のことについていろい

ろ考えてやっておられるところでありましょうけれども、しかし、我々一般の民間人の声

も、これは大事にしなければいけないという中で、やはりそういった両方の意見を集約さ

せた形の中で、そういった地域の反映されるような構成員がいいのじゃないかと思います。 

 それからもう一つは、先ほど特例債等いろいろございましたけれども、このまちづくり

の計画の中に予算が、ちょっと３０何年までの予算が計画されておりましたけれども、平

成２８年ぐらいからもう大分少なくなって、マイナスになってくるというようなこともあ

りましたので、やはり我々につきましては、最初から合併したときに、そういった特例債

とかいろいろ出てきますけれども、最初から節約するといいますか、その辺のところにつ

いてはやはり一つ一つ、将来非常に厳しくなる財政ですから、当初からそういった形の中

で臨みながら、こういった地域審議会の皆さん方で、各住民方にそういったことを徹底し

ていってもらえるような地域審議会というものがいいと思います。 

 以上です。 

【朝長会長】  ありがとうございました。では熊谷委員お願いします。 

【鹿町町熊谷委員】  熊谷です。 

 私も、先ほどの前田委員と似たような意見ですけれども、まず設置は必要だ。これはも

う、地域住民とすれば、地域の声が新しい市に届くかどうか。そこが一番不安ではないだ

ろうかというのがあります。だからパイプ役として、審議会なり協議会なりが必要じゃな

いだろうかと思います。 

 次に、私が自営業者の方だとか、県関係者の方とかに会う機会がありましたので、そこ

でいろいろと意見を聞いてみました。そうしたら、まず、鹿町の場合、農業や漁業が非常

に今難しい状況にある。それから商業、これも非常に困っておると。本当に自営業者の方

なんか、非常に困っている状況だと。その中に、そういった方の生の声を届けるためには、

そういう方の代表の方だとか、それから地域全体を見渡すのに一番よくわかるのが地区長

だと。だから、そういう方もひとつ入れたらどうだろうか。それから、本当に声を通すた

めには、まず一般の方は、物を申すのが非常に下手だと。だから、議員さんたちも行って

一緒にやってもらったほうがいいんじゃないかと、議員の方も入ってもらったほうがいい

んじゃないかと。そうしますと、かなり人数が増えると思うんですけれども、やはり、生

の声を通すからには、ある程度必要な人数ではないだろうか。少なくとも１町に８人とし

て、やっぱりかなりの人数になるんじゃないだろうかと考えられます。だから、そこは今

からの協議で話し合っていただければと。 
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 それから、報酬ですね。これは地域の方々にいろいろ話を聞きましたし、それからもう

合併が済んだところの新市に入った方々に聞いてみましたけれども、これは議員さんたち

を目の前にして申しわけないんですが、やはり、一旦議員をやめたんだから、それと同じ

額をもらうのはどうだろうかというような不信感を持ったような声が聞こえてくるんです

ね。それから、もう一つは、早くよき佐世保市民になるためには、早く佐世保市のやり方

一本でいけるようになったほうがいいんじゃないかという意見もあるんです。だから、審

議会も要らんという方もいたんですが、やっぱり周りの人の話では、やはりそれはないと、

おれたちは心配だぞという話もありました。やはり私としては、審議会があったほうがい

い。 

 それから、審議会が進めば、大体、今までの情報を見ますとほとんど２年が任期ですね。

最初の２年ぐらいは審議会で、あとは協議会という形で進めていったほうがやわらかくい

けるんじゃないだろうかというのが私の考えです。 

 以上です。 

【朝長会長】  ありがとうございました。ただいま地域委員の方々からそれぞれご意見

をいただきましたが、地域委員の方で、違った発言をされる方はいらっしゃいませんでし

ょうか。 

 いらっしゃらなければ、議員さんのほうに移りたいと思いますが。 

 それでは、まず鹿町町の議員さんのほうからお願いをしたいと思います。 

【鹿町町森田委員】  鹿町町の森田です。 

 この参考資料がちょっとおかしいなと私も思いました。松田委員さんの言われるとおり、

ちょっとおかしいんじゃないかと。私どもが今協議しているのは、合併してから佐世保市

の市会議員の選挙までブランクがあるから、そこをどうしようかということで協議してい

ると思います。ここを定数特例にするか、在任特例にするか、失職して地域審議会にする

か、地区協議会にするか、そういうことを話し合っていると思います。この資料を見ます

と、市会議員の選挙の後の、今どうしているかという資料ですよね。そういう意味では、

全然我々の意図した資料にはなっていないような気がするわけです。どうですかね。 

 それで、この資料としては、ちょっとおかしくて、実際に、やっぱり資料を出してもら

うならば、一応対等合併と編入合併は大分違うわけですね。それだから、私たちのように、

編入合併したところの参考資料を出してもらいたいと、私は思っております。編入合併し

たところの合併、それから市会議員の選挙までの間のブランクですね。これをどうしたか

という資料が私たちは欲しいなと思いました。 

 地域審議会についてのことは、議長がちょっとまとめておると思いますのでお願いいた

します。 

【朝長会長】  ちょっと待ってくださいね。 

 今の、合併してから次の市会議員選挙までの間の１年間ですか、この期間のことをおっ

しゃっているようなんですけれども、その資料は何かあるんですか。 

【事務局】  その件でございますが、すみません、その資料は持ち合わせておりません

ので、ちょっと調べないとわかりません。 

 以上でございます。 

【朝長会長】  それは次までに調べられますか。 
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【事務局】  １月の協議会のときにですか。 

【朝長会長】  編入合併のときのですね。そういうことですよね。編入合併のときの１

年なり２年なり、次の選挙までの間をどうつなぐかということのお話ですから。 

【事務局】  はい。それは全部、旧法と新法の両方ということで理解したらよろしいん

でしょうか。新法だけでよろしいのかは。 

【鹿町町森田委員】  できたら、両方お願いいたします。 

【事務局】  両方、はい。 

【朝長会長】  それは調べ次第、それぞれ委員さんに送付するということでできますか。 

【事務局】  それぞれにお送りいたします。わかりました。 

【朝長会長】  できるだけ早くお渡ししたほうがいいと思います。 

【事務局】  お送りするという方向でよろしゅうございましょうか。 

【朝長会長】  そのほうが、できれば資料だけ。必要ですからね。 

【事務局】  わかりました。 

【朝長会長】 それでは、山村委員、お願いいたします。 

【鹿町町山村委員】  鹿町町の山村でございます。 

 先ほどから、審議会は必要だと私も思うわけでございますけれども、議員がそのまま継

続というのはどうかなというところは、はっきり私も疑問に思っております。それで、い

ろいろ私たちの議会の中でもお話をいたしましたところ、まず住民の理解のできるような

話がまとまっていくのが合併協ではなかろうかと私も思うわけでございます。議員さんが

今後、全員というのは、鹿町はどうかなと私は思っております。できれば、町民の意見を

反映しながら、また議員さんを２名、３名を置いて、あとやはり代表のほうが出ていただ

ければ幸いではないかと私は思っております。 

 それと、報酬につきましては、やはり日当でいいんじゃないかと私は思っております。

今後、鹿町の住民の理解を得るような合併の進め方をしていきたいと思います。どうかよ

ろしくお願いいたします。 

【朝長会長】  ありがとうございました。では、宮田委員、お願いします。 

【鹿町町宮田委員】  鹿町町の宮田でございます。 

 ただいま、私どもの森田委員のほうからもご発言がありましたけれども、ひとまず、前

回いただいた資料をもとにして、話し合いを本町議会でしてまいりました。 

 １２月１２日に全員協議会を開きまして、この件についてどう取扱うかということをお

話をさせていただきました。とりあえず、まず、そのときに私どもがまとめたものをご説

明いたします。 

 合併と同時に特例措置法をとらないわけですから、地域審議会を設置してほしいという

ことが一つです。その構成メンバーについては、町議会議員さん全員とプラス民間から５

名ほど加わっていただいて、当町の議員は８名でございますので、そうしますと合計が１

３名、その程度の構成メンバーにしていただきたいと。ただし、議員については、辞退も

可能であると。自分はいいですよということで辞退することが可能だということ。そして、

次に民間の委員については、ぜひ一般公募でお願いをしたいと。特に、私どものように５,

３００という小さな人口になりますと、どうしてもどういったのか、充て職というのが結

構多くなりまして、いろいろな会合に行ったら、いつも顔ぶれが一緒でというふうになっ
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てしまうと。そうなっては、本当の意味で、これから新しく佐世保市として出発しようと

するときのまちづくりに、なかなかそぐわないことにならないかと。ですから、ぜひ、充

て職ということにならないように、一般公募でお願いしたいと。この点は強くお願いした

いとおっしゃる議員もおられました。 

 それから次に、費用弁償については日当制でということ。 

 そして、次に、開催回数については、上限を設けないと。いわゆる限定しないと。つま

り、どの程度の回数が必要になるか現時点でわからないからであると。それは、一つには、

前回の資料の中で、地域審議会を大きく三つに分けて、１－１から１－３まであったと思

いますが、我々の今の考えでいくと、大体１－３に近い形になるんですけれども、１－３

は、議員を一、二名と書いてありましたから、１－３ともちょっと違う、いわば１－４と

いう形で考えていただきたいんですが、１－３の中に、開催回数は月に一、二回と書いて

ある。だから、１－２ですよとか１－３ですよと言ってしまうと、それに縛られてしまう

ので、そういうことではなくて、開催回数については、例えば、先に１市４町合併なさっ

た中では、１年間に８０回ぐらい開催されたということの実際の活動記録もあるようです

ので、１－３のように、月一、二回と限定されて、果たして足りるかどうかということに

なってくるので、回数については限定をしないでいただきたいと。そういう意味で、１－

４という形で考えてほしいというのが、そのときの私ども議会としてまとめた意見でござ

います。 

 ただ、今森田委員のほうからもご指摘がありましたとおり、私どもは前回の資料をもと

にして話し合ってきたわけです。それは、合併と同時にどうなったかということとは違う

資料をもとに話し合ってきたことになります。ですから、もう一度、再度今日資料も新し

くいただいておりますし、また新しい資料を再度つくって送っていただけるという、今ご

説明もございましたので、再度、私どもは話し合いをしてまいりたいと思っております。 

 その中に、資料をつくっていただくとすれば、編入合併か対等合併かという違い、これ

は非常に大きいと思いますので、その区別も調べていただきたいと思いますし、それから

合併の時期と、委員の在任期間ですね。次の選挙までどれぐらいあったのか。それによっ

てもやっぱり大きく取扱いは違うと思いますので、その点についても、お調べになるのは

大変だと思うんですけれども、私どもも、そういう適切な資料に基づいて、正しい常識的

な判断ができるためにも、ぜひ、そこのところの資料をお願いしたいと思います。 

 以上です。 

【朝長会長】  ありがとうございました。それでは佐世保市からいきますか、江迎町か

らいきますか。では、佐世保市からお願いします。 

【佐世保市松尾委員】  佐世保市の松尾です。 

 私どもは、委員長、副委員長とおりますので、私は３人を代表して発言させていただき

たいと思います。 

 まず、実は江迎町の小川委員から、新聞紙上にて佐世保市が先手を打ったなという表現

をされましたけれども、大変不愉快なものでした。というのは、私たちはこの合併協議会

のために特別委員会で協議をしているわけです。それを報道の皆さん方、放送局の皆さん

方が記事にしただけの話であって、私たちは別に先手を打ったとかいう表現の仕方はやめ

てほしいというふうに思っております。 
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 それでは、３人を代表して、佐世保市議会の考え方をお話ししたいと思います。 

 町議員さんが失職されたら、町議員の皆さんの意見等を酌み上げるために、平成２３年

の４月の統一地方選挙、私どもから言いますと市議会議員選挙、それまでは地域審議会を

設置するという考え方です。その後、まちづくり計画期間が終了する平成２９年度までは、

任意機関であります地区協議会を設置してはどうかという考え方であります。 

 また、構成メンバーにしましては、各種団体の代表者や、町議さんなどで構成し、その

構成比率及び人数については、両地区において検討していただきたいという考え方であり

ます。また、開催回数につきましては、各地域審議会並びに地区協議会にお任せしたいと

いうふうに考えております。 

 なお、委員の報酬につきましては、活動に応じた日額報酬を支給するということで、私

ども議会としては出させていただきたいということであります。 

 以上であります。 

【朝長会長】  補足がございましたら、お願いします。 

【佐世保市久池井委員】  今、松尾議長からお話のとおりでございまして、ただ、構成

メンバーについてですけれども、当然、合併と同時に町議の皆さんが失職となられるわけ

ですから、議会経験者が若干名必要であると我々も考えておりますし、そこはやはり、新

市としての一体性を進める上では、住民意識をやっぱり高めなければいけないと、住民の

皆さんの意識を高めないといけないということであれば、やはり当然、地域の各種団体等、

それから一般公募を含めて選出をしたほうが、本当によい地域審議会というものができる

んじゃないかなということで、そういうふうに佐世保市議会としては進めていきたいなと

意見を持っているということですね。 

 それから、審議会の回数の話がございましたけれども、これも、我々議会としても、そ

ういった、宮田議長さんからお話のあったように、回数は制限しないと。ただ、規約がき

ちっとできますので、その中で必要に応じて審議会を開催をするとかいう切り方の中で、

やはり、必要な限り市議会は進めていくんだという考え方は、進めるべきだと我々も考え

ています。 

 それから、報酬の件で一つ申し上げたいんですけれども、特例債の算定替の交付税のこ

とだけとらえてお話になりましたけれども、まちづくり計画の中で、財政計画をきちんと

立ててやっております。この中では、歳出の中で、特別職、それから議員さん、そういっ

た失職ですよという形の中で財政計画をつくってやっておると。だから、一時期のことだ

けじゃなくて、やはり長い目で合併の効果を考えていくということであれば、報酬という

のはどうなのかなという観点から、やはり報酬は日額で、ぜひお願いをしたいなというこ

とで取りまとめをしたということでございます。 

 これで合併をすれば、行財政改革にすぐかかっていかないといけない。いろいろな改革

をやって、緊縮削減をやっていかないと、財政計画を見てこられたらわかりますけれども、

毎年、５億円から３億円から４億円という歳出を生み出す、赤字みたいなことになるわけ

ですね。それはやはり、しっかり再建をしていくためには、切り詰めるものは切り詰めて

いく。行財政改革はしてという形の中で、やはり財政計画で取り組んでいるような、特別

職の皆さん、それから町議の皆さんにはまことに申しわけございませんけれども、日額報

酬という形での参加をしていただければなという考え方で、そういう佐世保市議会の案を
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つくったということで、ご理解をいただきたいと思います。 

【朝長会長】  よろしいですか。それでは、江迎町議会の議長さん、お願いします。 

【江迎町安富委員】  江迎町の安富でございますけれども、私たちの身分の問題でござ

いますので、もうあまり意見するのはどうかと思うんですけれども、とりあえず江迎町と

いたしましては、地域審議会を設置いたしまして、議員全員がそれに残るということで、

議会で結論を見ておるわけでございまして、この月額報酬につきましては、一応検討して

いただくということを議会で決めております。 

 とりあえず、いろいろな意見が出ておりますけれども、江迎町としては、合併協議会の

中でお話をいたしまして、先ほど松田委員、あるいは山口委員、あるいは小川委員が、い

かに議員が必要かということで話があったところでございます。もう一つ、私からつけ加

えて言わせてもらえますならば、既に吉井、世知原、小佐々、宇久は何年か前に合併して

いるわけですね。そのときには、こういったことで、この資料からいきますと１－１とい

う資料で進んでいっているわけですね。この合併が、私が考えるところ、１０年ぐらい昔

にあって、それから１０年ぐらい経過した、もろもろ世の中が変わったから、こういった

事情が変わって、だからこういったことをしましょうというように、お話し合いをなさる

なら結構でございますが、わずか１年か２年のことで、こうして江迎町、鹿町町になった

ら、これは議員の差別といいますかね。これはおかしいと思いますよ。 

 今、日本で、都市と地方の格差があっておりますけれども、まさしく我々議員は侮辱と

いいますか、江迎町と鹿町町の議員は出せないから、お前たち引っ込んでいろというふう

な、もしかしたら提案になる可能性が十分にある。私はそう考えますね。 

 ですから、ぜひとも、そういったことで、吉井、世知原のように、全員を残してもらっ

て、先ほどからお話があっておりますようにね。しかも要するに、先ほど話がありました

ように、我々は１０月に選挙して、５カ月しかないわけですよ。それからまた地域審議委

員とかになったら、本当、よったりべったりで、私は選挙に出ませんよという人が発生す

るかもわからないからね。そういったことでございますので、私はぜひとも、一般人と議

員というのは、やはりこれまでの経験からいいまして、地域の声をいかに反映していける

かというのは、やはり議員のほうが格段に上であるという自覚を持っておりますので、そ

ういうことで、ぜひとも今言いますように、９名の議員で地域審議会をということで思っ

ておるところです。よろしくお願いします。 

【朝長会長】  どうぞ。 

【江迎町林委員】  林でございますけれども、江迎町議会というのは、先ほど議長が申

しましたように意見が一致しております。ひとつ、皆様方のご理解をいただきたいと思っ

ております。 

【朝長会長】  よろしいですか。それでは、議員さんの中で追加意見はございませんか。 

 ございませんでしたら、広域委員ということでお願いしたいと思います。 

 嬉野委員、お願いします。 

【広域 嬉野委員】  広域委員の嬉野でございます。 

 今、各地域委員さん、それから議員の皆さん、またご意見を拝聴させていただきました。 

 その前に、私は前回の合併協議会の中で、当局の説明があった後、六つの選択があって、

全く協議会、審議会を設置しなくてもいいと、そういう選択肢もあるんじゃないかと、私
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はそういう発言をいたしました。それは、あのときはあまり申し上げませんでしたが、実

は、私もいろいろな、皆様方との意見を聞く機会がたくさんございます。そのときに言わ

れるのが、やっぱり従来の旧４町であったこと、それを踏まえて、もう今回はいいんじゃ

ないかと、そういう意見も多々あったものですから、私はそういう発言をさせていただき

ました。 

 そして、もともと私自身も、前回の合併と今回の合併、これはおのずと背景がずっと違

っていると思うんですね。合併に至る経過を考えてみても違います。そしてまた、財政の

問題を考えてみましても、平成１７年３月までの合併特例法と、今回、平成１７年、この

辺からですか、合併新法、これの支援措置を見た場合にかなり厳しくなっておると。そう

いう観点も踏まえまして、そういう発言をいたしました。そしてまた、今日のこの資料の

説明の中でも、合併新法下、いわゆる従来と違う、今度新しい法律のもとで、地域審議会

の設置はどうかと、こういう資料を見ましても、かなり３２市のうちでも、地域審議会を

設置したのが１４、その他の機関を設置したのが６ですか。それで、地域審議会を設置な

しは１２件あるわけですよね。こういうことも踏まえれば、やはり今回の合併というもの

がいろいろな面で従来とは違う方向で合併を行うんだと、そういう姿勢のあらわれが出て

おると思うんですね。そういうことをまず申し上げておきたいと思います。 

 それと、本来の、今日の議題でございますが、地域審議会を設置するかどうか。そうい

うふうなことを含めて、ちょっと意見を述べさせていただきます。 

 今のを聞いておりまして、確かに地域住民の声を反映させるためには、地域審議会の設

置が必要だろうと、大方の皆さんが、そういう発言でございますので、私も今日の時点で

は、まあそれもやむを得ないかなと、地域審議会を設置するのはいささかやっぱり必要だ

ろうと、そういうふうに今は感じております。 

 それであと、その構成をどうするのか、委員の報酬をどうするのか、数をどうするのか、

こういった点が今議論になっておりますが、私は、まず構成から言いますと、やっぱり各

界、各層の代表者と、それに議員が二、三名これに加わって、委員の構成数としては１０

名ぐらいがいいんじゃなかろうかと思っております。 

 それから、地域審議会をいつまで設置するのかというのは、佐世保市議会の選挙は、次

は平成２３年の７月ですから、当然、佐世保市議会議員の選挙のあるまで地域審議会を設

置すると、そういうことですね。それから、その後につきましては、まちづくり計画期間

が平成２９年度までですね。その期間までは、地域審議会がそのまま地区協議会に移行す

ることになるんじゃないかなと、そういうふうな感じを持っております。 

 それから、報酬の件ですが、これは、やっぱりいろいろな住民の理解が得られなくては

いけませんので、今回の合併は非常に厳しいということを思っておかなくちゃいけません

ので、これはもう日額と、費用弁償にすると、そういう感じが私は今思っております。 

 ただ、今日初めてわかったんですけれども、江迎町さんの選挙が平成２１年１０月とい

うのを今日初めて、勉強不足で申しわけなかったんですが、そのときに選挙があって、そ

の後すぐ失職して、その後どうなるかと、そういうことをちょっと改めて今、私の頭の中

になかったことが今ありまして、ちょっとそこら辺のことをもう一回ちょっとよく考えて

みないといけないなという感じを持っております。 

 以上です。 
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【朝長会長】  ありがとうございました。 

 では、伊達木先生。 

【広域 伊達木委員】  伊達木でございます。 

 私も、新しく合併される江迎町あるいは鹿町町の住民の方が、新しい佐世保市をつくっ

ていくことに参画していかれるということから、地域審議会を設置をされるということに

ついては、そのほうがいいんじゃないかなという気がいたします。 

 ただ、設置の期間とか、それから構成メンバーをどうするかといったようなこと、ある

いは構成員の数ですね。それをどうするかということについては、審議会を設置する趣旨

が、どういうことでやるのかと深くかかわってくると思います。もし、先ほど私が言いま

したように、審議会が新しく合併された町の方たちが、従来の佐世保市の住民の方と一緒

になって、新しい市をつくっていく。そういう行政に参加をしていかれるという趣旨で審

議会が設置されるのであれば、設置の期間あるいは構成メンバーもそういう考え方が反映

できるようなものであるべきなんじゃないかと思います。 

 旧町の議員さん方が、自分たちが地域の住民の方の意見を吸い上げてきている、吸い上

げる力を持っている。かつまた、選挙で選ばれているという自負を持っておられることに

ついては、私もよく理解できます。ただ、そういう議員さん方の、職を失われるというこ

との対応措置として、こういう審議会が設けられるということになると、なかなか理解が

得にくいんじゃないかなという気がいたします。したがって、審議会に、議会の議員さん

たちが関与していかれるということについては全く異論がありませんけれども、構成メン

バーをどうするかということは、議員さん方の残任期間の問題とか、そういうこととは切

り離して、やっぱり審議会が設置をされる趣旨を踏まえた構成にすべきなんじゃないかな

という気がいたします。 

 ですから、できるだけ幅広く、地域の住民の方の意見なり考えが、新しい審議の構成に

反映されていけるような、あるいはそういう方たちが参画していけるような構成を考えた

ほうがいいんじゃないかなという気がいたします。また、設置の期間についても、どれぐ

らいの期間が必要なのかということについては、私は、今明確な期間についてのアイデア

を持っておりませんが、そういう趣旨に従って決めていくべきではないかという気がいた

します。 

 それから、そういう意味では、もちろんそれぞれの合併される町の審議会については、

その町の住民の方が中心になられるべきだと思いますけれども、同時に一つの新しい佐世

保市という市をどういうふうにつくっていくかということを議論していかれるわけですか

ら、若干、従来の佐世保市の住民の方も一緒に参加される形がいいのではないかなという

気がいたします。 

 それから、報酬の問題については、ほかの佐世保市の附属機関の報酬のあり方と同じに

しないと、なかなか説明がしにくいんじゃないかなという気がいたします。私は、佐世保

市の附属機関の報酬のあり方はどういうことになっているのかよくわかりませんが、一般

的な議会では、やっぱり活動された、実際に審議会に参画された時間によって報酬が支払

われるというのが理解しやすいんじゃないかなという気がいたします。 

 以上です。 

【朝長会長】  ありがとうございました。 
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 では、東雲委員、お願いします。 

【広域 東雲委員】  まず、地域審議会の設置につきましては、ほかの皆さんと同じよ

うに必要だというふうに思っております。 

 ただ、期間といいますか、地域審議会と地区協議会の形はあえて変える必要はないんで

はないかなと。一貫性を持つために、まちづくりの期間の間は地域審議会ということで通

すということと、これは、構成メンバーあるいは報酬等にもかかわりますけれども、構成

メンバーにつきましては、幅広い地域の方、主に町議さんですね。参画意向のあられる町

議さんを含めて、地域の方を中心に。ですから、ここの例にありますけれども、９人、８

人以上ですね。幅広く集めていいのかなという気がします。 

 ただ報酬につきましては、全国の事例もあろうかと思うんですが、月額報酬という考え

方は、当社の会長もおっしゃいましたけれども、非常に佐世保地域経済というものが冷え

ていまして、景気なども急直下という状況で、非常に悪い状況になっています。ですから、

先々税収の減少、活性化、あるいは活性化のためのいろいろな支出等が増加しているとい

うことになろうかと思います。そういう状況の中、報酬が、まだどういうやり方でするか

わかりませんが、日額でやるのか、あるいは市民感情から見て、高額とは言えませんが、

費用対効果としてあるのかというような、そうふうにみると、本来なら、それに対して活

動に集中できるように月額制してくださいというのがベターなんでしょうけれども、この

件では、皆さんからなかなか、住民の皆さんのご理解というのは得るのは難しいのかなと

いう感じがいたします。 

 ですから、報酬というより、活動に対する費用ですね。まちづくりや市民協働といった、

そういった取り組みに対して活動費用に対してと、できないことについては、例えば他の

機関を使うとか、そういった活動費用を充実させるといったやり方のほうがよいのかなと

思います。 

 以上です。 

【朝長会長】  ありがとうございました。どうぞ。お願いします。 

【広域 河野委員】  市の福祉協議会の河野と申します。 

 ただいま、大勢の方のご意見を、ずっと頭を働かせながら伺っておりましたんですが、

ここに二つ、何か私、見えてくるんですね。 

 一つは議員さん、町議員の方々の合併に対してのご勇断を含めて、ご苦労があった。そ

してこの作業が今進んでいる、この現実と、その始末をつけること。それと、伊達木委員

が今おっしゃった、新佐世保市をつくるためには、市民も一緒になって、その審議会をつ

くるべきじゃないかという、前向きと言えば語弊がありますけれども、これから先を見通

して、審議会を有効に働かせるためには、そういう人選の仕方も一方に求められているよ

うな気もする。ですけれども、議員さん方も、両議長様の提起なさった分をもう１００％

理解できると思うんです。ですから、十分、議員さん、元の町議の方々の数的なものをい

っぱいいっぱい含めて、審議会の構成を考えていただく方向で。そして、お話が出て、急

には結論に及ばないような気がだんだんしてまいりました。どうぞ、お時間かけてもここ

は、先を見通して間違いない構成を。そして、十分お手当をなさっていただきたい。 

 そういうふうに、私は一般でございますから、行政の窓をあけたこともございませんの

で、どうぞ、至らない点はご理解を賜りながら、お聞き届けいただければ幸いでございま
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す。どうぞよろしく。 

【朝長会長】  ありがとうございました。 

 高尾委員は、県の職員でいらっしゃいますけれども、微妙な感じもありますので、もし、

お差し支えなければご発言をしていただきたいと思いますし、もし、保留するということ

であれば、保留されても結構でございます。 

【広域 高尾委員】  保留させていただきます。 

【朝長会長】  わかりました。一応皆さん、それぞれご意見をいただいたんですが、あ

と、これだけは言っておきたいということがございましたら、追加発言をお願いしたいと

思います。 

 はい、どうぞ。 

【江迎町松田委員】  江迎町の松田です。 

 確認をいたします。私は、審議会は、統一選挙までというふうに理解しとったんですが、

今の話だと、審議会はまだいつまでもできるという。また期間も決まっていないのですか。

ちょっと確認したい。書類は全部そのように出ているみたいなんですが。確認をいたしま

す。 

【朝長会長】  事務局、どうぞ。 

【事務局】  期間は、前佐世保市が合併をいたしました旧４町の場合は、地域審議会の

期間として、佐世保市議会の任期の期間というふうに決めておりました。これは、その間、

合併して、その間がそれぞれの地域の皆様を代表する議員が出ていらっしゃらない、その

ときは議員の取扱いは失職になっておりましたので、その間、議員さんがいらっしゃらな

い状態になるということも、その地域から、推薦というのももちろんいらっしゃるんです

けれども、そういう中で、そのような決まり方をしたということでございまして、今回、

この江迎町、鹿町町、佐世保市の協議の中では、今から決めていくことでございます。 

【朝長会長】  はい、どうぞ。林委員。 

【江迎町林委員】  すみません、事務局のほうにちょっと確認をさせていただきたいん

ですけれども、地域審議会委員というのは、失職議員の救済策として設置されるのかどう

か。まずお尋ねをしたいと思います。 

 それともう一つは、合併新法下における審議会等の設置状況資料２の中で、定数特例も

とらず、在任特例もとらず、地域審議会もとらず、合併特例区もとらない市町があるかど

うか、お尋ねをいたします。 

【事務局】  １点目は、救済策ではございません。 

 ２点目につきましては、数字は少のうございますが、ございます。全然とっていないと

ころはございます。ただ、先ほど私ご説明申し上げましたが、ちょっとお待ちください、

すみません。資料を探します。 

 議員の特例もとられておらず、地域審議会の設置もないものが４５件の１１％というふ

うに説明申し上げましたけれども、その中には、例えばほかの地域自治区でありますとか、

ほか、自分たちで例えばまちづくり協議会なり、そんなのをつくったところもございます

ので、それを差し引かないといけませんので、それから下がりますが、今、ちょっときち

っと集計しないと出てきませんので、それは後日、資料として差し上げたいと思います。

ただ、その以下、幾分かはございます。ただ、今、何件というのを正確に申し上げられま
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せんので。 

 以上のことでお答えとしてお許しいただきたいと思います。 

【江迎町林委員】  合併時に選挙があったところはどうですか。合併時選挙というのは

ないかもしれませんけれども、もし、ある場合もあるんですよね。ないんですかね。そう

いうことは考えられないんですか。 

【事務局】  新設合併、対等合併の場合は、例えば市と町が一緒になって、その中で新

しい議員さんを選ぶことになります。その場合は選挙になりますね。それが一つと。 

 定数特例をとった場合の、その地域の中で選挙をする必要がありますので、その場合は

合併して何日か以内に選挙をするということになります。ただ、今林委員さんがおっしゃ

ったのは、そういう質問の意味でございましょうか。違うんですよね、すみません。 

【江迎町林委員】  そういうことはあり得ないですかね。統一選挙に向かって合併をす

るというのはあり得ないですか。 

【朝長会長】  統一地方選挙と一緒にということは、多分、今のところはないでしょう

ね。選挙期間中というのが、４月の何日かということになりますので。多分ないと思いま

すね。 

 ほか。はい、どうぞ。 

【鹿町町森田委員】  鹿町町の森田です。 

 この地域審議会は、市の選挙まででしょう。そのあとは協議会になるんでしょう。それ

はもう決まっているのではないですか。協議会になるのは。といいますのは、設置が吉井、

小佐々、それは今は協議会になっているんですよ。そうすると、市会議員選挙の後は、市

で決めるわけですね。そうすると、地区協議会にすべてなるんじゃないですか。 

【事務局】  先ほど、私、説明申し上げましたように、それをこの協議会の中で協議を

していきながら決めていただくということになります。旧４町の場合、吉井、世知原、小

佐々の場合につきましては、決定の仕方としてそのような決め方になったということでご

ざいます。 

 以上でございます。 

【朝長会長】  ちょっと補足いたしますけれども、地域審議会までは決まっていたんで

す。その後、地区協議会をつくるということになったのはその後であります。私が市長に

なってからつくりました。 

【鹿町町森田委員】  結局、地区協議会というのは、今条例か要綱かでつくってあるん

ですかね。 

【事務局】  地区協議会は要綱で設置をいたしております。任意機関でございます。 

【鹿町町森田委員】  結局、その要綱に江迎町、鹿町町も入ってくるんじゃないですか。

当然、地区協議会のほうにならざるを得ないんじゃないですかね。 

【事務局】  そういうことはございません。もし、その協議会の中で、地域審議会をつ

くるためには、それが当然先になりますので、そういうことはないと考えております。 

【鹿町町森田委員】  私たちは、その後は地区協議会でもいいと思うんですよね。そう

いうことですけれども、ちょっとその点をはっきりしてもらいたいなと思ったものですか

ら。 

 以上です。 
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【朝長会長】  どうぞ。 

【佐世保市深江委員】  地区協議会は、審議会の中で、それぞれの審議会がお願いして

つくっていただいた協議会です。ですから、例えば江迎町、鹿町町の審議会ができたとき

に、審議会が終了した後に、そういった機関をつくってもらうということで、私たちはお

願いして、現在の地区協議会ができておりますので、もし要らないとなれば、それは審議

会で話し合って、つくる必要はないと思うんです。 

 あくまでも、私たちは住民の意思を何とか市のほうに反映したかったものですから、地

区協議会をお願いしてつくってもらったんです。そういう経緯があります。その辺は、ち

ょっと上から来たという感じではなくて、私たちがお願いしたという形なので、それはご

理解をしていただきたいと思います。 

【朝長会長】  ほか、ございませんでしょうか。 

 宮田委員。 

【鹿町町宮田委員】  すみません、私の場合、参考までにちょっと質問なんですが、教

えていただきたいんですが、今日いただいた資料の中で、地域審議会でもない、地区協議

会でもない、独自の組織をつくっておられるということで、六つほど、地域自治区と合併

特例区というのがあるということなんですが、この中身について、ご存じでいらっしゃれ

ば、どういうものか、地域審議会とか地区協議会とどのように違うのとか、その二つの団

体はどのように違うものを設置されているのか。また何故そのようになっているのか、ご

存じであれば教えていただきたいと思います。参考までに。 

【朝長会長】  事務局、わかりますか。事務局長。 

【事務局】  やはり地域住民の皆様方の意見の反映、あるいは意見の酌み上げをどのよ

うにするかという、そういう視点の中で、先ほどの議会のご議論、それから地域審議会が

があるわけですが、これ以外に、今宮田委員がご質問なさいましたように、あと地域自治

区、これは自治法に基づく一般制度でございますが、これは、一つの地域の中に全地域つ

くらないといけません。例えば、江迎地域、鹿町地域だけつくるということはできません。

佐世保市内に、例えば全地域につくるのであれば、それができるというような制度が自治

法に規定してある制度としてございます。 

 これは、基本は、住民自治の充実とか、地域住民の意見の集約、反映というのが目的で

ございます。そこでは、地域協議会という組織をつくって、その中でいろいろな審議、協

議をしていって、進めていくというようなやり方がございます。 

 二つ目として、地域自治区の特例制度ということで、これは合併新法の第２３条、第２

４条に基づきまして、合併地域住民の意見の反映として、この地域自治区をつくるという

方法がございます。 

 それと、合併特例区というのがございまして、これは、この合併新法の中で、特例区を

つくることができると、特別地方公共団体でつくるということができるというような方法

があります。 

 それと、全然そういうことによらない、任意の方法といたしまして、例えばまちづくり

協議会というのがあって、その中で議論していくとか、そういうような方法もあるという

ことでございます。 

 法律に基づいて行うのは、地域審議会、これは合併新法ですね。それから、地域自治区、
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これは自治法。あと、地域自治区の特例法によるもの、それから合併新法が特例区に。こ

のような仕組みがございます。 

 以上でございます。ただ、ちょっと補足させていただきますが、佐世保市、あるいは今

の佐世保市、もともとの考え方、合併した経過の中で、いろいろな、例えば合併特例区を

つくるというような話については、なかなか一体化が進まないんじゃないかと、編入合併

の中でですね。だから、この議論はしてきておりませんで、主に地域審議会でやってきた

ということになります。 

 以上でございます。 

【朝長会長】  宮田委員ありませんか。いいですか。 

ほかにございませんでしょうか。ないようでございましたら、ここで質疑をとどめたい

と思います。貴重なご意見をいただきましたので、次回以降の提案に向けて、参考にさせ

ていただきたいと思います。どうもありがとうございました。 

 以上で、協議事項につきましては終了いたします。 

 ここで休憩をとりたいと思います。再開は４時１５分からにさせていただきたいと思い

ます。では、よろしくお願いいたします。 

（午後４時０５分休憩） 

（午後４時１５分再開） 

【朝長会長】  会議を再開いたします。 

 

（３）提案事項 

⑤協議第２３号 

【朝長会長】  次に提案事項の今回提案、今回協議に入ります。 

 協議第２３号「特別職の身分の取扱い」については、１市２町の長の協議に移し、その

協議結果については合併協議会で協議して定めることとなっております。そこで、前回の

協議会で佐世保市長として私のほうからご報告をさせていただいておりましたので、今回

協議会で協議していただくために改めて提案をさせていただいております。 

 それでは協議第２３号「特別職の身分の取扱い」についてを議題といたします。 

 事務局の説明を求めます。 

【事務局】  第６回会議次第、４４ページものでございますが、３ページをお願いいた

します。３ページをお開きください。 

 協議第２３号「特別職の身分の取扱い」についてでありますが、今、会長から発言があ

りましたとおり、前回の合併協議会におきまして、１市２町を代表して、市長から報告が

なされました。その内容は、特段の措置はとらないことで合意をしたという旨の報告でご

ざいました。これを受けまして、今回、正式に提案するものでございますが、江迎町、鹿

町町の常勤の特別職（教育長を含む。）の身分の取扱いについては、合併の前日をもってそ

の職を失うということでの提案でございます。これは、報告を受けたそのままの提案とい

うことでございます。なお、この件につきましては、議会の議員の定数、任期の取扱いの

ときに協議していただきましたように、本日、この場で提案をさせていただきまして、こ

の場でお決めいただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

 以上でございます。 
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【朝長会長】  ありがとうございました。ただいまの事務局の説明について、何かご意

見、ご質疑ございませんでしょうか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

【朝長会長】  ないようでございますので、それでは、協議第２３号「特別職の身分の

取扱い」について、原案のとおり決定してよろしゅうございますか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

【朝長会長】  それでは、そのように決定をいたします。 

 

⑥協議第２５－３号 

【朝長会長】  次に、提案事項の、今回提案、次回協議に入ります。 

 これから提案される案件は、本日の提案を聞いた上で、次回協議会で議論し、決定して

いくことになります。本日は、専門部会、事務局の説明を聞いていただいて、不明な点や

ご意見などを出していただければと存じます。 

 今回は、会議次第にお示ししておりますよう、５件を提案しております。件数は少ない

ですが、内容的にボリュームがあるようでございますので、１件ごとに進めたいと思いま

す。 

 それでは、協議第２５－３号「一部事務組合・広域連合の取扱い（その３）」についてを

議題といたします。環境部会の説明を求めます。 

【環境部会長】  環境部会でございます。よろしくお願いします。 

 それでは、お手元の会議次第の５ページをよろしくお願いします。 

 協議第２５－３号でございます。「一部事務組合・広域連合の取扱い（その３）」につい

てでございますが、北松南部清掃一部事務組合、いわゆるし尿処理施設でございます。北

松南部清掃一部事務組合につきましては、下のほうに記載しておりますとおり、構成町が

江迎町、鹿町町、佐々町でございます。この一部事務組合と、それからし尿の処理の取扱

いについて、下記のとおりご提案を申し上げるものでございます。 

 江迎町及び鹿町町分は、引き続き現在の北松南部浄化センターで処理を行うこととし、

佐世保市として北松南部清掃一部事務組合に加入をするというものでございます。 

 理由でございます。佐世保市のし尿処理施設であるクリーンピュアとどろきの処理能力、

３００キロリットル／日量でございますが、実質的には、現在３４０キロリットルまで処

理をいたしております。これに余力がないために、２町のし尿処理、これは日量２８キロ

リットルでございますが、これは現在の北松南部浄化センターで処理を行いたいというこ

とでございます。 

 し尿収集世帯につきましては、佐世保市、それから鹿町町、江迎町、２町とも減少傾向

にございます。２町分の処理につきましては、５年後をめどに、佐世保市の処理施設クリ

ーンピュアとどろきで対応可能か、今後検討していきたいということで考えております。 

 次ページ、６ページをよろしくお願いします。 

 参考のところに、５年後も可能となるというようなことで申し上げましたけれども、そ

の計算の根拠を載せております。平成１９年度の江迎町さんのし尿の収集量、これは処理

量になるわけですから、実質４,６９９キロリットルでございますが、約４,５００キロリ

ットルということにいたしております。また、鹿町町におきましては、実質、平成１９年
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度５,５８４キロリットルでございますが、約５,５００キロリットルということでござい

ます。佐々町が、現在５,０００キロリットルで、合計１万５,０００キロリットルの年間

の収集処理量でございます。 

 クリーンピュアとどろきでの処理につきましては、佐世保市及び３町とも、し尿等の収

集量が年々減少にございまして、佐世保市の１年当たりの収集処理量が約３,０００キロリ

ットル程度の減少が見込まれます。そういうことから、１９年度の３町分のし尿の収集量

１万５,０００キロリットルが、５年後の２５年度から処理可能になるのではないかという

ことで考えております。 

 ただし、この時点で、北松南部清掃一部事務組合との存続について協議が必要になって

くるのではないかと考えております。 

 続きまして処理経費でございますが、合併後は一部事務組合に対する各町の負担金を佐

世保市が負担することになります。ただし、建設積立金２００万円については、施設補修

工事の内容によって今後変動することがございますし、建設積立金については、平成２０

年３月末で９,１７７万４,０００円あるということでございます。一部事務組合に対する

分担金は、平成２０年度の当初予算は、江迎町さん、それから鹿町町さん、ここに記載し

てあるとおりでございますので、ご一読をひとつよろしくお願いしたいと思います。 

 続きまして、８ページ、９ページに行政調書を、簡単にご説明申し上げますと、江迎町、

それから鹿町町のところについて、３番に処理実績を掲げておりますが、先ほど申し上げ

たとおりでございます。 

 ７番に、現施設は稼働から１９年を経過し、機械設備及び電気計装設備等の老朽化が進

行しているということで、平成２１年度に維持補修工事を行うことと予定をされておりま

す。詳細については、これは別途関係市町で協議を行うということにされているようでご

ざいます。 

 それで、両町に係ってきます問題点、課題・問題点のところをごらんになっていただき

たいと思いますが、この③のところと④のところで、事務組合が計画している補修工事に

ついては、５年程度の施設延命に適した維持補修工事を行う。④では今後、北松南部浄化

センターの存続や、処理が終了したあとの施設解体、これは約１億５,０００万円程度見込

まれているということでございますが、これについて、一部事務組合の佐々町と組織を構

成するということになりますので、その協議が必要になってくるのではないかということ

で考えております。 

 以上でございます。 

【朝長会長】  ありがとうございました。 

 ただいまの環境部会からの説明について、何かご意見、ご質疑ございませんでしょうか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

【朝長会長】  ないようでございましたら、これぐらいで質疑をとどめ、次に移ります。 

 

⑥協議第２６－３号 

【朝長会長】  次に協議第２６－３号「使用料・手数料の取扱い（その３）」についてを

議題といたします。 

 項目が３件ありますので、項目ごとに協議を進めたいと思います。 
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 まず、１番目のし尿処理手数料については、環境部会の説明を求めます。 

【環境部会長】  それでは、会議次第の１１ページをお開きになっていただきたいと思

います。協議第２６－３号でございます。「使用料・手数料の取扱い（その３）」について

ですが、「使用料・手数料の取扱い（その３）」について下記のとおりご提案をするもので

ございます。 

 使用料、手数料は住民負担に配慮しつつ、新市の速やかな一体性の確保のため、原則と

して佐世保市の制度に統一するものでございます。ただし、江迎町及び鹿町町の住民への

影響が大きいものについては、経過措置を講ずるものとする。住民生活にかかわる主要な

使用料、手数料の取扱いについては、別紙のとおりとする。その別紙は、次のページに記

載をしております。 

 それで、環境部会のほうから、し尿処理手数料についてご説明を申し上げます。１２ペ

ージをお開きになっていただきたいと思います。 

 まず、し尿処理手数料でございますが、調整方針でございます。一部事務組合の制度と

する。ただし、佐世保市の施設で処理をしたとき、いわゆる回収をしたときからというこ

とでございますが、佐世保市の制度に合わせるということで考えております。 

 理由は、先ほどし尿処理のところで申し上げましたとおり、佐世保市のし尿処理施設で

あるクリーンピュアとどろきの処理能力に余力がないために、北松南部浄化センターで処

理を行うためということでございます。 

 現在参考のところに、し尿のくみ取り手数料を記載いたしておりますが、佐世保市は、

旧吉井町、世知原町、小佐々町と合併をいたしておりますけれども、現在１８リットル当

たり１６０円になっております。これは宇久町を除く金額でございます。宇久町は今３６

リットル２２０円でございます。旧吉井町、世知原町、小佐々町につきましては合併前は

１１０円でございました。これを合併後、平成１９年の４月から１４０円、それから平成

２０年の４月から１６０円に改定をして現在に至っているところでございます。 

 なお、現在の江迎町、それから鹿町町さんにおかれましては、佐々町と共に一部事務組

合の構成町ということの中で、１１０円から、ちょっと引き上げた年数は覚えておりませ

んが、１８リットル当たり１３０円に改定をされているところでございます。 

 続きまして、１３ページの行政調書をごらんになっていただきたいと思いますが、佐世

保市のし尿処理手数料、①に旧市内、それから②に吉井、世知原、小佐々地区と書いてあ

りますが、今ご説明したとおりの料金の体系でございます。今後の予定ということで、黒

丸のところに書いてあります。平成２１年４月に条例規定の廃止。これは、平成２０年６

月の佐世保市の議会でご承認をいただいておりまして、２１年の４月から、この上に書い

てあります、し尿手数料の条例を全部廃止する予定にいたしております。現在、手数料の

金額については定額制を廃止、それから料金検討委員会についてどう決めていくかという

のを検討をいたしておるところでございます。 

 その下に参考ということで、１世帯当たりの平均負担の年額ということで記載しており

ます。佐世保市の場合は、いわゆる１８リットルの従量制で比較をさせていただいており

ますが、月２,２６３円、年額で２万７,１５６円ということになっております。これを江

迎町さんに当てはめますと、米印のところの（１）でございますが、月に１,６６３円、年

額で１万９,９５６円が、現在の１３０円での計算でございます。１６０円に改定をした場
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合には２,０４７円、年額で２万４,５６４円、差し引きますと月額３８４円、年にして４,

６０８円の増になるというようなことでございます。 

 次に１４ページに、鹿町町さんの分を記載しておりますが、これにつきましても、鹿町

町におきましては１３０円の現時点では、月額１,８９６円が年額は２万２,７５２円でご

ざいますけれども、これを佐世保市に合わせて１６０円になりますと２,３３３円で、年額

２万７,９９６円ということで、月額４３７円、年に５,２４４円の増ということになって

まいります。 

 あと、課題・問題点のところでございますが、現状の課題・問題点のところ、中段のと

ころにございます。丸ポツをつけておりますが、三つ目に、市内５業者（江迎・鹿町収集

業者を含む）より、平成１８年１２月に料金値上げの要望、これは１９０円ということに

なっております。旧市、宇久については平成２１年４月、吉井・世知原・小佐々は２２年

改定を検討中ということにいたしております。 

 それから、調整方針案・財政シミュレーションのところに、①に北松南部浄化センター

に搬入するということで調整方針を考えておりますけれども、この調整方針の①の課題・

問題点というところで、Ａの佐世保市と佐々町で一部事務組合を再編する場合は、一部事

務組合のこのし尿収集料金については一部事務組合の条例事項となりまして、構成員の

佐々町さんとの協議となるために、別制度の可能性が出てきます。いわゆる１６０円と１

３０円の二つの料金体系になってくるということで、こうなった場合に吉井町さん、世知

原町さん、小佐々町さんとの住民負担のバランスの課題というのが一つ出てくるかという

ことで考えております。 

 以上、し尿収集手数料については説明を終わりたいと思います。以上でございます。 

【朝長会長】  し尿手数料について、環境部会からの説明でございましたが、何かご意

見、ご質問ございませんでしょうか。ございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

【朝長会長】  それでは、これくらいで質疑をとどめたいと思います。 

 続きまして、２番目の公民館使用料について、教育部会の説明を求めます。 

【教育部会】  それでは、公民館の使用料について、教育部会のほうからご説明をさせ

ていただきます。 

 まず、１１ページでございますけれども、先ほどの資料のほうと同様に、使用料、手数

料については、住民負担に配慮をしつつ、新市の速やかな一体性の確保のため、原則とい

たしまして、本市、佐世保市の制度に統一をさせていただきたいと思っております。ただ

し、江迎町及び鹿町町の住民への影響が大きいものにつきましては、経過措置を講じたい

と考えております。住民生活にかかわる主要な使用料、手数料の取扱いにつきましては、

別紙のとおりとさせていただくということで、１２ページをお開きいただければと思いま

す。 

 ２の公民館使用料でございますけれども、調整方針といたしましては、佐世保市の制度

に合わせる。両町の実情を考慮しながら施設管理、運営を行うということでございます。 

 参考に書かせていただいておりますのは、使用料の件でございますが、公民館の使用料

を徴収しないということにつきましては、まず１点目に、市が主催するものでございます。

それから２点目に、社会教育法第１０条に規定される社会教育関係団体にということでご
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ざいまして、したがいまして、従来両町で使用料が無料だった団体及び江迎町インフィニ

タスで半額免除されていた団体につきましても、使用料を無料とさせていただきたいと思

っています。補足でございますけれども、インフィニタスにつきましては、利用者の大半

が、生涯学習、社会教育団体であるということから、これを公民館の施設として位置づけ

をしたいというふうに考えているところでございます。 

 それからまた実費徴収でございますけれども、使用料を徴収をしない場合においても、

実費ですね、ここに括弧書きしておりますような冷暖房その他について使用する場合には

徴収をさせていただきます。料金の額につきましては、各施設の状況に合わせてそれぞれ

算出いたしますけれども、既にコインタイマーが設置されている施設につきましては、現

行どおりとさせていただきたいと考えています。 

 具体的なことにつきましては、行財政調書の１５ページから記載をいたしております。 

 まず江迎町でございますけれども、基本的に開館の時間、それから使用料等は、佐世保

市の条例に合わせていただきたいと思います。なお、江迎町の中央公民館、図書室につき

まして、公民館の所管とすると。 

 それから、右のほうに現状の課題・問題点とありますが、①で、公民館は、現在の佐世

保市では１９館あるわけでございますけれども、江迎中央公民館につきましては、仮称・

江迎地区生涯学習センターが管理する地区公民館として位置づけをさせていただきます。

それから、閉館時間でございますけれども、佐世保の場合は夜の９時ですが、１時間、夜

の１０時まで、これはもう江迎、鹿町も同様でございますけれども、その実情を考慮しな

がら運用で定めていきたいと考えております。それから、公民館の使用料でございますけ

れども、先ほど申し上げましたように、社会教育団体として位置づけるものについては、

基本的に無料とさせていただきたいということでございます。それから、江迎の公民館内

の図書室でございますけれども、公民館の施設としたいと考えています。それから、④に

書いていますように、佐世保市の公民館条例には、休館日の考え方はございません。そこ

で、これについては、各町の実情に合わせてどのように条例に反映するか、検討をさせて

いただきたいと考えているところでございます。 

 次の１６ページの鹿町町の件についてお話をさせていただきます。先ほど申し上げまし

たように、開館時間とか使用料等については、佐世保市の条例に合わせていただくという

ことであります。 

 現状の課題のところにも書いておりますが、鹿町の文化会館でございますが、それは仮

称・鹿町地区生涯学習センターが管理する地区公民館として位置づけをいたします。閉館

時間については、先ほど申し上げたとおりでございます。ただ、③につきましても、先ほ

どと同様でございます。最後の４番目につきましても、休館日の考え方がございませんの

で、両町の実情に合わせまして、条例に反映するかを検討させていただきたいと考えてい

るところでございます。 

 以上、簡単でございますが、説明とさせていただきます。 

【朝長会長】  ありがとうございました。 

 ただいまの教育部会の説明について、何かご質問ございませんでしょうか。 

 ございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 
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【朝長会長】  それでは、質疑をとどめたいと思います。 

 続きまして、３番目の体育施設使用料について、教育部会の説明を求めます。 

【教育部会】  教育部会でございます。 

 ３番目の体育施設使用料についての説明をさせていただきます。 

 調整方針でございます。１２ページの下に書いていますが、佐世保市の制度に合わせる

と。ただし、鹿町町につきましては、３年間の経過措置を設けまして、その間は鹿町町の

現行制度を適用させていただきたいと思います。経過措置後につきましては、経過措置期

間中に検討をいたします。両町の照明料の実費徴収につきましては、５年間の経過措置を

設けまして、段階的に佐世保市の制度に合わせるということで考えているところでござい

ます。 

 行財政調書のところは、１７ページになります。 

 １７ページの江迎町でございますが、具体的処理方法というところに①から③とござい

ます。上のほうでございます。中央体育館は体育施設として直営管理を考えています。②

の武道館でございますが、これは教育部会内で調整中でございます。これは括弧で書いて

いますように、体育施設にするのか学校施設にするのかというところでございます。それ

から、田ノ元プールでございますが、基本的には廃止をさせていただきまして、なお、存

続の場合には地域、地区のほうで管理をしていただければというふうに考えているところ

でございます。 

 １８ページをお開きいただきたいと思います。これが、鹿町町でございます。同じよう

に、具体的処理方法等についての説明をさせていただきます。 

 ①から⑥でございますが、町民体育館、それから武道館、町民運動場、テニスコート、

千鳥越球場、さらにＢ＆Ｇの海洋センターは、体育施設として、直接直営管理ということ

を基本と考えています。一部管理委託ということも今後検討をしたいと思っています。⑦

でございますが、神林運動場でございますが、これは合併までに廃止をさせていただきた

い。次に松瀬海浜公園ですね。これについては、体育施設として管理をさせていただきま

す。将来的には、指定管理者制度ということも視野に入れたいと考えています。それから、

鹿町町の松瀬海浜公園については、佐世保市施設の小佐々海洋スポーツ基地等と均衡がと

れるように調整をさせていただきたいと考えているところでございます。 

 基本的な考え方については以上でございます。簡単ではございますが、説明とさせてい

ただきます。 

【朝長会長】  ありがとうございました。 

 ただいまの教育部会からの説明について、何かご質問ございませんでしょうか。 

 はい、どうぞ。松田委員。 

【江迎町松田委員】  すみません、江迎町の松田と申します。 

 この調整方法、答申の案の決定ということで、江迎町の場合、例えば中央体育館は体育

施設として直営管理ということですが、もう少し具体的に。ちょっと意味が、佐世保市と

して自分たちでするという意味か、ちょっと内容を少し具体的にお話していただければ幸

いなんですが。 

 それと、体育施設もしくは学校施設ということもひっくるめて、学校施設というのは学

校に任せるということなのか。 
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 それから、田ノ元プールについては基本的に廃止、存続する場合は地区で管理。地区で

管理とはどこまで管理をするのか、設備もひっくるめてなのか。そこら辺をちょっと説明

できたら幸いでございます。よろしくお願いいたします。 

【スポーツ振興分科会】  私、スポーツ振興課のほうで回答をさせていただきます。 

 直営管理というのは、今までどおりということです。江迎町さんのほうは教育委員会で、

そのまま直営で管理して行われますので、そのままということでございます。 

 それから、学校の施設と体育施設等の違いでございますけれども、通常、武道館等とい

うのは、佐世保市内の場合、球場もそうですけれども、大体学校の近くに武道館というの

は併設をしてございました。小佐々の場合を例にとりますと、中学校の直線距離で約三、

四百メートルのところに武道館がありまして、これについては学校の施設として管理をし

ていただくと。大きな違いはどこかと申しますと、学校の施設として管理するということ

であれば、使用料というものが基本的に発生をいたしません。ただ、実費徴収費というの

が発生をいたします。ここが大きな違いでございます。 

 それから、田ノ元のプールでございます。これは、田ノ元地域の皆様には夏休みの期間

中、私どももちょっと見に行ったんですけれども、大勢の子供さんが来て、大変いい環境

の中で、安全な水泳ができるような環境が整っております。実は、ここは、利用者と言わ

れる人々が限られてございます。あの近辺ですね。大体歩いてか、車で四、五分の距離で

来られる皆様がご利用になっていると。そういうことであれば、基本的には、本来は市の

体育施設というのは、市民の皆さん、一般の方々が訪れるということで、田ノ元プールに

ついては、地域の固有の施設だという考え方をして整理をいたしております。管理を委託、

地元でということでありますけれども、基本的に維持管理といいます部分の、例えば監視

とか、掃除とか、そういったところの管理をしていただければ。当然、施設でございます

ので、電気料とかそういうものは、佐世保市のほうで責任を持ちたいとは考えております。 

 以上でございます。 

【朝長会長】  よろしゅうございますか。 

 それでは、これくらいで質疑をとどめたいと思います。 

 

⑧協議第２８－３号 

【朝長会長】  次に、協議第２８－３号「補助金・交付金等の取扱い（その３）」につい

てを議題といたします。 

 農水商工部会の説明を求めます。 

【農水商工部会長】  それでは農水商工部会からの提案等につきましては、お手元の資

料２１ページから２６ページまでの協議第２８－３号「補助金・交付金等の取扱い（その

３）」において、北松商工会議所の補助金の調整結果をご提案申し上げます。資料２２ペー

ジをお開きください。 

 北松商工会議所への補助金についての調整結果でございますが、北松商工会議所への補

助金については、会議所の統合（合併）に配慮しつつ、合併年度の翌年度までは従来の補

助基準を基本に補助を継続し、合併年度の翌々年度以降の補助金の支出については、佐世

保市の制度に合わせさせていただきたいと思っております。ただし、江迎町の江迎商店街

駐車場補助金については、佐世保市の他の商店街との均衡を考慮いたしまして、廃止する
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という提案をさせていただきます。 

 理由といたしましては、公共的団体でございます商工会議所は、商工会議所法によりま

して、商工会議所の地区は市の区域とするという大原則がまずございます。それから特例

といたしまして、商工会議所の設立後に、市町村において廃置分合があった場合において

は、商工会議所が解散するまでの間は、廃置分合前の市町村の区域とするという規定がご

ざいます。それぞれの独立した機関でございますので、それぞれの自主的な話し合い、ご

判断ということになってくるわけですが、両商工会議所におかれて、統合に向けての協議

を進められておりまして、今回の行政の合併に合わせて、あまりおくれない時期に統合を

するという方向づけで検討をされているということでうかがっているところでございます。 

 そこで、行政といたしましても、会議所の統合を推進するという立場から、補助基準を

統一することが望ましいと考えております。合併年度の翌々年度以降は、江迎町と鹿町町

が行われている運営費補助から、私ども佐世保商工会議所に対して行っております事業費

補助の形態に変更することといたしまして、佐世保市の制度に合わせるという提案でござ

います。 

 簡単ですが、提案とさせていただきます。 

【朝長会長】  ただいまの農水商工部会の説明について、何かご意見ございませんでし

ょうか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

【朝長会長】  ないようでございますので、質疑をとどめたいと思います。 

 次に移ります。 

 

⑨協議第３４号 

【朝長会長】  次に、協議第３４号「地域医療制度の取扱い」についてを議題といたし

ます。項目は３件ありますが、相互に関連しております。担当する専門部会も同じですの

で、一括して協議を進めたいと思います。それでは、保健福祉部会の説明を求めます。 

【保健福祉部会長】  それでは、地域医療制度について３点ご説明をいたします。 

 まず第１点ですが、地方独立行政法人北松中央病院についてということですが、北松中

央病院を佐世保市に引き継ぐということです。理由のところに書いております、北松中央

病院は、北松地域における医療機関の中心的存在として、これまで運営されておりまして、

特に平成１７年度から、地方独立行政法人として運営をされております。合併地域の医療

の拠点として位置づけ、引き継ぐことにいたします。 

 ２９ページをお願いいたします。北松中央病院の概要がそこに書いてあります。昭和２

５年にスタートをいたしております。そして４５年に公設民営という形での運営形態をと

られております。北松浦郡の医師会へ運営を委託されています。その後、平成１７年から

北松浦医師会への委託を終え、地方独立行政法人ということで新たな形での運営形態にな

っております。 

 地方独立行政法人というのは、そこの下の「定義・目的」のところに書いておりますが、

民間の経営形態で運営したほうが、より効果的に事業を行える、そういった事業について、

これは平成１６年からこういう形でのさまざまな事業について地方自治体を含め、こうい

う法人を設置することができるようになっております。公立病院で、こういう地方独立行



 -37-

政法人で運営するようになったのは、この北松中央病院が全国で一番最初だったとうかが

っております。 

 それから、３２ページをお出しください。調書をつけておりますが、そこの参考に、左

側に佐世保市、これは佐世保市の市立総合病院、それから江迎町が設置しておられます北

松中央病院を対比して書いています。佐世保市の総合病院は左側ですが、これは黒島診療

所、高島、宇久を含めてですが、病床数が６１１床、内科ほか１９科、職員が６４１人と

いう規模です。北松中央病院はその右になりますが、許可のベッド数が２７８床ですが、

現在、実質的に稼働をしている病床数は１８０床、内科ほか１２科、職員数が２５０名。

こういう規模での病院です。 

 ２７ページに戻りますが、合併地域の拠点病院として佐世保市が引き継ぐというのが中

央病院の調整方針です。 

 続いて、２番目の在宅当番医制の事業です。初期救急医療についてということですが、

これは、佐世保市の事業に合わせる。初期救急。これは比較的軽い症状の患者さんを受け

入れる初期救急医療ですが、佐世保市は、市立急病診療所において、内科・外科・小児科

の診療を行っております。それから耳鼻咽喉科・眼科・歯科については在宅当番医制、こ

れは、地域のお医者さんが、診療所のお医者さんが当番を決めて対応する、そういう在宅

当番医制ですが、合併後は、新佐世保市全域で、佐世保市の在宅当番医制事業を実施する

ということで考えております。 

 ３４ページをお願いいたします。左側に佐世保市の在宅当番医事業を書いております。

日曜日、祝日、それから年末年始、通常、普通の診療所、病院が診療ができない時のため

に対応するわけですが、佐世保の場合は、在宅当番医制としては、耳鼻咽喉科、眼科、そ

れから東部、これは早岐のほうですが、それから歯科、歯医者さんで、それぞれ下のよう

な時間帯で、佐世保市の医師会に委託をいたしております。 

 江迎町、鹿町町のほうは、３４、３５ページの真ん中の欄に書いておりますが、北松浦

郡の医師会に委託をして、実施をされております。実質的には、北松浦郡の医師会ですが、

三つのグループに分かれております。江迎、鹿町のグループ、それから松浦のグループ、

それから佐々のグループの三つのグループに分かれておりまして、江迎、鹿町につきまし

ては、今、基本的に月に２回当番制が敷かれておりまして、毎回、すべての日曜日、祝日

に対応をされているということではございません。 

 そういうことで、合併後は、佐世保市の在宅当番医制の中で、地域全体をカバーしてい

くということになります。それから、在宅当番医制だけでなくて、冒頭に言いましたよう

に、初期救急につきましては、市立急病診療所が、地域全体の内科、外科、小児科につい

てはカバーをしていく、そういう体制になります。 

 続きまして、２８ページをお願いいたします。３番目です。病院群輪番制病院運営事業、

二次救急医療と書いておりますが、それは、先ほどの初期救急が比較的軽症の患者さんに

対する医療に対して、これは重症患者の方に対する地域医療です。現在の病院群輪番制病

院運営事業を引き継ぐというふうにしたいといたしています。 

 病院群輪番制といいますのは、重症の患者さんを受け入れる救急病院の体制の一つの形

ですが、幾つかの病院で当番日を決めて診療に当たっていく、輪番制ということです。佐

世保では、１１の病院が当番を決めて、年間担当をいたしています。ドクター、お医者さ
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んの数を基本に、年間の当番日を１１の病院で決めております。 

 北松中央病院、県北の場合は、北松中央病院、一病院が３６５日担っておられます。輪

番と言いながら、どこかの病院と当番を分け合ってということではなくて、北松中央病院

が、年間のうちのすべての３６５日、担当をされています。 

 二次救急を特に考えるときには、医療圏という考え方の中で医療体制を考えています。

佐世保は佐世保医療圏、それから鹿町、江迎は県北医療圏の中に入っております。これは

県の医療計画の中で定められています。それから佐世保医療圏につきましては、先ほど言

いましたように、１１の病院が輪番でやっていく輪番制で、県北医療圏につきましては、

北松中央病院が単独で二次救急を担う。これまでの形を継続するということで、新しい佐

世保市になった場合に、二つの二次救急の体制が、並存する形で地域の医療を担っていく、

そういう形になります。 

 以上です。 

【朝長会長】  ありがとうございました。 

 保健福祉部会の説明でございましたが、何かご意見、ご質疑ございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

【朝長会長】  ないようでございますので、質疑をとどめたいと思います。 

 

⑩協議第３５－１号 

【朝長会長】  次に、協議第３５－１号「施設の取扱い（その１）」についてを議題とい

たします。環境部会の説明を求めます。 

【環境部会長】  環境部会からの説明をいたします。会議次第の３９ページをお開きく

ださい。協議第３５－１号でございます。「施設の取扱い（その１）」について、最終処分

場の取扱いでございます。 

 施設の取扱いについては、佐世保市に引き継ぐ。なお、過去の経緯・使用実態などを十

分考慮した上で、状況により必要な対応を行うものとするということで、次のページの４

０ページをお願いいたします。 

 この最終処分場につきましては、江迎町のほうにおかれまして、江迎町不燃物処理場と

いうことで最終処分場を現在持っておられますが、使用はされておられません。そういう

ことでございますけれども、江迎町の最終処分場については、合併前に閉鎖事業に着手を

するということでございます。理由といたしまして、江迎町の最終処分場は、合併期日が

本工事の期間中に想定されるため、工事進捗管理、予算計上、事務調整等、遺漏なきよう、

市の引き継ぎを行うこととするということでございます。なお、鹿町町にはこの最終処分

場の該当はございません。 

 戻ります。４２ページ、４３ページの行政調書にて若干ご説明をいたします。まず、１

番の施設の概要でございますけれども、④のところから⑦のところに記載しておりますと

おり、昭和４１年度に開場されまして、埋立面積が６,５５５平方メートルでございます。

それから、埋め立ての休止年度が平成１１年度、現在の状況としては、１７年度から地下

水等の水質調査を実施継続中でございます。 

 ２番の経過のところに書いてありますとおり、これは、どうして休止をされたかという

ことでございますが、平成１０年３月に旧厚生省が実施いたしました「一般廃棄物最終処
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分場における処理の適正化」によりまして、不適切と考える最終処分場というご指摘を受

けられて、１１年の９月で不燃物の搬入を停止されております。１６年度の調査では、浸

出水、地下水、土壌、発生ガスのいずれにおいても異常は認めておられないということで

ございますが、閉鎖にかかる費用が巨額を要する、あと当時は搬入道路として生活道路を

使用せざるを得なかったということから、閉鎖事業を継続することはできなかったという

ことでございました。 

 ３番目の今後の予定といたしまして、そこに書いてありますとおり、平成２０年度中に

測量、地質調査を終了し、２１年度当初からおおむね６カ月程度で基本設計、実施設計を

作成。設計と同時進行で、仮設道路等に係る用地交渉を開始されまして、設計に基づき工

法と予算額を確定し、同年１２月議会で予算を承認されれば、１期工事に着手が可能とい

うことで、江迎町さんとしては考えられておられます。 

 予算・調整シミュレーションをその隣に記載しておりますが、測量、地質調査に２０年

度に補正予算を計上、基本設計、実施設計については２１年度に計上、最終処分場の閉鎖

工事については２１年から２２年度にかけて予算計上を予定されるということになってい

ます。 

 課題と問題点でございますが、現状の課題と問題点のところに二つ黒ポツでしておりま

すが、その下の欄に、最終処分場の閉鎖事業は、覆土工事を行い、終了届を提出した後２

年以上地下水等の経過観察を行い、異常がない場合は廃止届の受理をもって閉鎖事業を完

了するということになっております。 

 その下に、調整方針①ということで、合併後、本体工事を江迎町から引き継ぐことにな

りますので、閉鎖工事終了後、地下水等の経過措置も、合併後最低２年以上行う必要があ

るということで考えております。 

 以上、簡単でございますけれども、ご説明を終わりたいと思います。 

【朝長会長】  ありがとうございました。 

 環境部会からの説明でございましたが、何かご質問ございませんでしょうか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

【朝長会長】  ないようでございますので、これくらいで質疑をとどめます。 

 以上で、提案されました協議第２３号から協議第３５－１号の６件につきましては終了

いたします。これらの項目につきましては、次回の協議会で結論を得ていきたいと思いま

すので、よろしくご検討のほどお願いいたします。 

 

（４）報告事項 

⑪報告第３号 

【朝長会長】  それでは、次の報告事項に移ります。 

 報告第３号、事務事業の調整結果報告（調整案件 Ｂ以下 幹事会調整事項）につきま

しては、報告第３－１４号「農水商工部会の事務事業の取扱い（その２）」についてから、

報告第３－１８号「教育部会の事務事業の取扱い（その１）」についてまで、一括して事務

局及び専門部会から順次説明を求めます。 

【事務局】  まず事務局から説明いたしますが、今回、Ｂランク以下の分につきまして

は、農水商工部会で５０件、それから財務部会で３３件、教育部会で７５件の提案を申し
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上げております。この件につきましては、さきに開催されました幹事会の中で決定をさせ

ていただきまして報告をするものでございます。 

 もう、今５時３分ほどでございまして、予定時間を過ぎておりますので、大変恐縮であ

りますが、各専門部課から駆け足で簡単に説明をいたしますので、よろしくお願いをいた

します。 

 では、専門部会のほうからよろしくお願いいたします。 

【商工分科会】  それではまず、農水商工部会からの報告ということで、報告３－１４

号「農水商工部会の事務事業の取扱い（その２）」という資料をお開きください。 

 農水商工部会のＢランク以下の事務事業につきましては、産業政策、農業畜産、農林整

備の三つの分科会で５０の事務事業がございます。基本的な調整方針といたしましては、

本市のみが実施している事業については、新市においても継続といたしております。また、

佐世保市のサービス水準が高い、または同様の事業については、佐世保市の制度を適用い

たしております。 

 なお、それぞれの分科会の事務事業の詳細につきましては、担当課からご説明をさせて

いただきます。 

【産業政策分科会】  それでは、産業政策課関係をご説明いたします。 

 産業政策関係は全部で９事業でございます。１ページから３ページまででございます。

その中で、２町のみで実施の部分が１事業ございます。これが後ろのページの３８、３９

ページです。こちらの課題と問題点のところをごらんください。 

 こちらのほうにつきましては、北松商工業労務改善協議会の補助金でございますが、こ

の事業は長崎県が設置をしております、長崎県中小企業労務改善集団協会が実施するセミ

ナーへの参加の助成となっています。これにつきましては、本市のほうでは、旧市内のほ

うでは、三ヶ町の商店街のほか、幾つかの協同組合等がこの協会に加盟しておりますが、

補助は行っておりません。それで、こちらの北松商工業労務改善協議会の２０年度の収支

につきましては４２万３,９８２円となっておりまして、この部分の会費を含む負担金は２

万３,９８２円で、残る４０万円は江迎町、鹿町町それぞれ２０万ずつの補助を行っていま

す。 

 こういったことから、以上のことを踏まえまして、本市内の同協会会員との均衡を図る

ために、合併後は補助金を廃止し、約３８０の事業所で構成される北松商工業労務改善協

議会の自立化を促進していただくというように考えています。 

 以上です。 

【農業畜産分科会】  続きまして、農業畜産関係についてご説明差し上げます。事務事

業が４０ございますけれども、このうちに、２町のほうに、江迎町、それから鹿町町のそ

れまで実施されている事業で佐世保市にはない制度で、合併後引き継ぐことが難しいとい

うことで協議させていただいている事業はございません。このことにつきましては、その

調整方針を説明させていただきたいと思います。 

 まず、行財政調書の３２ページをお願いいたします。江迎町のイノシシ肉解体加工施設

ヘルシーボアでございますけれども、有害鳥獣対策としての施設でございます。建物の所

有は江迎町有害鳥獣有効利用組合となっておりまして、この組合が管理運営をなさってお

りますけれども、敷地につきましては、現在江迎町有地を５年間無償での貸借契約を結ん
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でおられます。その契約期間が平成２４年５月末までとなっております。この補償対策に

つきましては、具体的な対応策の欄に記載しておりますように、合併までの間にその見直

しを含め、検討させていただきたいと思っております。あわせまして、人的助成として、

現在イノシシの解体施設までの運搬、それから焼却場までの運搬、それから箱わなの運搬

を、町の職員さんで現在行われておりますけれども、合併後にあっては、職員の対応は行

わないように調整をさせていただいておるところでございます。 

 次に、６３ページをお願いいたします。これは、鹿町町のみの事業でございまして、地

域転作推進事業として、水田の転作推進の助成金を交付しておられまして、平成２０年度

の決算額が２８万６,０００円となっておりますけれども、新市全域でこの事業に取り組む

ということになれば、財政的な影響も大きいということから、調整方針案として記載して

おりますように、申しわけございませんけれども、合併までにこの事業を廃止していただ

くということにしております。 

 次に、６４ページをお願いいたします。これは、江迎町のみの事業で、水田営農活性化

補助金でございます。集荷円滑化拠出金の３分の１を町が助成されている制度でございま

して、平成２０年度の決算額が８２万５,０００円となっておりますけれども、これも、先

ほどの鹿町の事業と同様に、合併までに廃止していただくこととしています。 

 それから、８６ページをお願いいたします。これも、江迎町の単独事業で、優良雌牛の

導入事業でございますけれども、この事業につきましては、佐世保市では単独事業ではな

く、指定補助事業ということで、畜産協会から補助が出る制度を活用しております。これ

に市の予算を上乗せする事業を行っておりまして、これによりますと、江迎町の制度より

も有利であると思われますので、調整方針に示しておりますように、この事業で補完する

こととし、現在の江迎町単独事業としての制度は合併までに廃止していただくということ

で協議させていただいておるところでございます。 

 以上です。 

【農林整備分科会】  引き続きまして、農林整備関係の事務事業は、１市２町で実施し

ております事務事業の１事業がございます。資料の２４ページをお開きください。 

 ２４ページに江迎町、２５ページに鹿町町を示しております。この事業は、山林が豪雨

などの災害で、斜面が崩落した場合に復旧する事業でございます。二つ事業がありますが、

一つは、自然災害防止事業、これは県の補助があります。もう一つは、国、県の補助があ

ります、林地崩壊防止事業であります。佐世保市と江迎町は、この事業の事例はあります

が、鹿町町におきましては、まだこの事業の実績はございません。 

 また、これらの事業に対して、受益者への分担金徴収条例を江迎町は定めてありますが、

佐世保市と鹿町町につきましては定めておりません。この事業の目的は、個人の財産であ

る土地の復旧であること、また崩落した山の地主さんと、防護する下の土地とは、ほとん

どが同じ地主さんでございまして、公共性、公益性が薄いということの中から、佐世保市

といたしましても、住民サービスの公平性を勘案したときに、受益者から一部負担を徴収

する方向で見直しを検討いたしております。 

 以上でございます。 

【事務局】  次、財務部会お願いします。 

【財務部会長】  それでは、財務部会の事務事業の取扱いについてご説明申し上げます。
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報告第３－１７号でございます。先ほど事務局からありましたように３３件ございますが、

ご説明を、すみません、ランクのＢに限って説明をさせていただきます。 

 表紙を１枚めくっていただきますと、事務事業管理表ということで、一覧に取りまとめ

ておりますので、ここで説明をさせていただきます。 

 まず一番上の使用料条例関係としておりますが、これはいわゆる土地建物の使用料ある

いは貸付料でございます。調整方針につきましては、ちょうど中ほどに書いておりますけ

れども、佐世保市の算定方式に統一をするということで考えております。しかしながら、

３段階、現在決めております使用料等の決め方が違いますので、結果的に佐世保市に統一

をいたしますと、開きが出てくるケースがあります。この場合、減額の場合、佐世保市に

統一するわけですから、町が高かった場合、新市によって下がる場合は、市の水準に即刻

合わせるということ。それから、逆に上がる場合については、負担調整をやっていこうと

いうことで、開きが小さい場合は３年ほどで負担調整をしたい。開きが大きい場合も、最

大５年で負担調整をさせていただきたいということで、調整をしているものでございます。 

 ちなみに、さきに合併をいたしました４町の場合のケースは、先ほど申し上げました増

額の場合の際の開きの小ささ、大きさという点では、年額１万円未満の増額の場合は３年

で負担調整、年額１万円以上増額になる場合は５年で負担調整ということで調整をいたし

ているところでございます。 

 それから二つ目、その下でございますが、これは税の督促手数料ということでございま

して、調整方針としては、佐世保市の制度に合わせるというふうにいたしております。こ

れは、あとで直接、資料をごらんいただきたいと思いますが、現在佐世保市が、手数料の

額が８０円でございます。それから江迎町、鹿町町とも１００円でございますので、今回

合併するに当たって、佐世保市の制度８０円に合わせるということで調整をしたいという

ふうに考えております。 

 それから、１枚めくっていただきまして、次のページの一番下のところになりますが、

原付等のナンバープレートの付替えでございます。これは、ナンバープレートをなくした

とき、汚損したときなんかの弁償金でございますけれども、これも佐世保市の制度に合わ

せるといたしておりますが、現在、佐世保市が２００円でございます。これは先ほどの督

促手数料と逆で、江迎町が１００円、鹿町町が１７０円ということになっておりますが、

結果上がることになりますけれども、佐世保市の２００円に合わせたいと考えております。

実は、江迎、鹿町とも、決算で実績がないという状況でもございますし、確かに江迎町の

方からしますと、１００円が２００円ですから２倍ということではありますが、絶対額が

小さいということで、ここは佐世保市の２００円に合わせていただきたいと考えています。 

 それから、次のページの一番上になりますが、税の申告受付でございます。納付の方が

対象になるわけですが、これも佐世保市の制度に合わせると、こういうふうにいたしてお

りますが、ご存じのとおり、税の申告というものを、佐世保市の場合で大体２月の上旬か

ら３月１５日まで、江迎が２月１５日から３月１５日、鹿町が２月２０日から３月７日と

いったようなところでやっておりますが、この受付期間については、佐世保市の２月の上

旬から３月１５日でいいのかなと思っておりますが、受付の場所でございますが、今申し

上げたのは、いわゆる本庁ですね。市役所あるいは役場の本庁での負担でございまして、

現在、佐世保市では旧市のところでは支所で、この期間内に１日から２日間の申告受付を
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いたしております。それから、合併した旧４町については、いわゆる暫定措置として、現

在行政センターで２日から３日ということで、先ほど申し上げた期間内に受け付けをして

いるという状況でございます。 

 これに対しまして、２町が、先ほど言いましたように、役場は常時やっているわけです

が、江迎町で、公民館で３カ所、それから鹿町町で同じく公民館で１６カ所、現在、期間

を定めて受け付けをやっておりますけれども、合併後はこれを、行政センター、先ほど申

し上げました旧４町と同じように、いわゆる行政センターでもって３日間程度の受け付け

ということに統一をさせていただきたいというのが、調整の方針でございます。もちろん、

両町の住民の方にとりましては、制度の変更になりますので、十分に事前に広報等をして、

混乱がないようにしたいと考えております。 

 簡単ですけれども、財務部会の事務事業の取扱いについては以上でございます。 

【教育部会】  それでは、教育部会のほうからご説明をさせていただきます。大変、事

務事業の件数が７５件ということで多うございますので、一つ一つについてのご説明は省

かさていただきますが、基本的には本市の制度に合わせるということでございます。ただ、

町単独でなさっている事業または協議会等につきましては、一部廃止をし、また本市のほ

うの制度に切りかえるということをしております。それから、本市、佐世保市と大きく異

なるものにつきましては、一定経過期間というものを設けまして、その後、佐世保市の制

度に合わせられたらということで決定検討をさせていただいたところでございます。 

 まず、私どものほうで、ちょっと具体的に教育委員会の取扱い、どうなるのかというと

ころもあろうかと思いますので、ちょっと補足的に説明させていただきます。１市２町の

合併によりまして、両町の教育委員会につきましてはなくなるわけでございますが、学校

教育部門につきましては、佐世保市役所の１１階の教育委員会事務局で集約をするという

ことでございます。その一方で、社会教育を担う教育機関として、両町の公民館を拠点と

いたします生涯学習センターを設置するという考え方でございます。本センターは、公民

館をはじめ、文化会館及びその他の社会教育施設の統括管理を行うほか、町内スポーツ施

設の管理と利用者の受付、それから鹿町町におきましては、町の歴史民族資料館の管理運

営等を行うもので、いわば町民の皆様の生涯学習の活動、文化活動、スポーツ、レクリエ

ーション活動、さらには豊かなまちづくり活動の推進拠点として機能していくものと考え

ております。 

 このようなことから、これまで同様に生涯学習の活動にいそしんでいただけるものと考

えております。より特色あるまちづくり活動の拠点として大いに利用していただければと

希望いたしておるところであります。さらに、合併後は、生涯学習の観点から、新たなま

ちづくり活動推進の担い手として、町の地区公民館、町内会でありますとか、文化協会、

体育協会、健全育成会、それからＰＴＡもございますが、そうした地域団体の方々に集ま

っていただきまして、生涯学習推進委員会という支援団体を設立していただきたいと考え

ているところであります。そして、本推進委員会のもと、町民の皆様が、一体的に生涯学

習活動、文化活動等を展開していただければ、より一層地域の活性化の盛り上げになるの

ではないかと考えています。恐れ入りますが、補足をさせていただきます。 

 それから、この中で、スポーツ施設の関係について、ちょっとスポーツ振興課のほうか

ら説明をさせていただきます。 
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【スポーツ振興分科会】  実は、ランク的にはＣランクでございますが、１３１ページ

に、江迎町の学校ナイターを上げてございます。これは、合併の実費徴収の基本的考え方

の中で、佐世保市と江迎町で、料金に差があるものについては、５年間の経過措置を設け

るということが、先ほどから言われているかと思います。実は、江迎町の場合は、江迎小

学校の上のナイターは、現在３０分、８００円で、これを佐世保市に適用すると３０分１,

５００円ということになります。ですから、これは１年間に約１５０円ずつ、５年間をか

けて段階的に引き上げをして、佐世保市の制度に合わせていきたいと考えております。 

 以上です。 

【事務局】  はい、それではすべて説明が終わりました。 

【朝長会長】  ただいまの説明について、何かご質疑ございませんでしょうか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

【朝長会長】  それでは、意見がございませんようですので、今後、何か意見等がござ

いましたら、次回以降の協議会でも出していただきたいと思います。特に問題、意見等が

なければ、協議会として報告を承認することで取扱いたいと思います。 

 次回も、報告事項はたくさん出てまいりますが、同様の取扱いといたしたいと思います

が、よろしゅうございますでしょうか。 

（「はい」と呼ぶ者あり） 

【朝長会長】  それでは、そのように取り計らいます。 

 以上で報告事項を終了いたします。 

 

４その他 

【朝長会長】  それでは、次に移ります。 

 次回日程について、事務局から説明を願います。 

【事務局】  会議次第の最終ページ、４４ページでございます。その他の場に掲げてお

りますけれども、次回開催日程についてでありますが、案といたしまして、来年１月２８

日、水曜日、２時から予定では３時間、５時までということで、場所は今度佐世保が会場

になりますので、佐世保市役所の近くの万松楼で行いたいと思います。よろしくご協議方

お願いいたします。 

【朝長会長】  ただいま事務局が示した次回協議会の日程でいかがでしょう。よろしゅ

うございますか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

【朝長会長】  それでは、次回の協議会の開催日は、事務局説明のとおりの日程で開催

することといたします。 

 そのほかに事務局から何かございませんか。 

【事務局】  事務局からは特段ございません。 

【朝長会長】  ほかに委員さんからございませんでしょうか。 

 

５閉会 

【朝長会長】  それでは、ご質問やご意見もないようでございますので、協議会を閉じ

たいと思います。よろしゅうございますか。 
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 本日はどうもお疲れさまでございました。皆様のご協力に感謝を申し上げ、会を閉じた

いと思います。来年もどうぞよろしくお願いいたします。よいお年をお迎えください。ど

うもありがとうございました。 

 

―― 了 ―― 

 


